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令和元年度決算審査特別委員会（第３回） 

 
令和２年９月１１日（金曜日）午前１０時００分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 認定第１号 令和元年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について 

 認定第２号 令和元年度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第３号 令和元年度七飯町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第４号 令和元年度七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第５号 令和元年度七飯町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第６号 令和元年度七飯町土地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第７号 令和元年度七飯町水道事業会計決算認定について 

 

 １．各課の聴取について 

 ２．その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１６名） 

  委 員 長   長谷川 生 人      副委員長   田 村 敏 郎 

  委  員   横 田 有 一      委  員   平 松 俊 一 

  委  員   池 田 誠 悦      委  員   稲 垣 明 美 

  委  員   畑 中 静 一      委  員   上 野 武 彦 

  委  員   坂 本   繁      委  員   澤 出 明 宏 

  委  員   中 島 勝 也      委  員   川 村 主 税 

  委  員   中 川 友 規      委  員   若 山 雅 行 

  委  員   川 上 弘 一      委  員   青 山 金 助 

   ────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無    無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（７名） 

   総 務 部 長           釣 谷 隆 士     総務部総務財政課長           俉 楼   司 

   総務部情報防災課長           若 山 みつる     総務部政策推進課長           中 村 雄 司 

   総 務 部 税 務 課 長           広 部 美 幸     会 計 課 長           青 山 栄久雄 

   議 会 事 務 局 長           関 口 順 子 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長           関 口 順 子     書       記  妹 尾 洋 兵 
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午前１０時００分 開会 

○長谷川委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより、令和元年度決算審査特別委員会

第３回目を開催いたします。 

 令和元年度決算に係る各課の聞き取りを行いま

すので、よろしく御協力お願いいたします。 

 それでは、今後の審査方法について、事務局長

の説明を受けてから進めさせていただきます。 

 事務局長、審査方法について説明をお願いいた

します。 

 事務局長。 

○関口議会事務局長 おはようございます。 

 本日からの決算審査特別委員会の審査、よろし

くお願いいたします。 

 本日、日程表と変更になった部分と、追加資料

の一覧をお配りしております。 

 審査方法について少し説明させていただきま

す。 

 審査に当たっては、部ごとに入っていただき、

決算書及び提出資料に基づいて説明していただき

ます。 

 まず、総務部につきましては、総務財政課から

始めて、順次、情報防災課、政策推進課、税務課

の説明が終わりましたら、課ごとに質疑に入って

いく形になります。 

 議会と会計課は独立しておりますので、一つず

ついきますけれども、部についてはそういう形で

いきたいと思います。 

 なお、追加資料につきましては、資料要求の

あった課の審査前まで事務局に提出をするように

お願いをしております。 

 説明は以上でございます。 

○長谷川委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局長の説明に対しまして、何か

質問ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 なければ、早速、審査を行いた

いと思います。 

 初めに、議会事務局の審査を行います。 

 それでは、議会事務局長、決算書及び提出資料

に基づき、説明をお願いします。 

 なお、資料は事前に配付されておりますので、

資料の事業決算の具体的な内容については、特段

の説明がない限り、「記載のとおりです」でよろ

しいです。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○関口議会事務局長 それでは、座って説明をさ

せていただきます。 

 令和元年度決算審査要求資料共通様式について

説明いたします。 

 初めに、ナンバー１、事業名、議会費で、決算

書は一般、５０ページから５１ページになりま

す。 

 事業名、議会費。当初予算額１億４６万４,０

００円に、補正予算で４１万５,０００円減額

し、予算現額計１億４万９,０００円に対し、支

出済額９,９２６万９,２０５円、不用額７７万

９,７９５円、執行率は９９.２２％で、ほぼ予算

どおりの執行をしております。 

 歳出の内容につきましては、記載のとおりであ

ります。 

 主な不用額の内容といたしまして、旅費の２０

万３,２４０円、交際費の１５万３,０２０円、会

議録調製委託料の３９万２,８４０円、いずれも

新型コロナの関係で、本会議及び委員会の日数が

減になったことによるものでございます。 

 次に、ナンバー２の、２款総務費６項監査委員

費１目監査委員費、事業名監査委員費の説明に入

ります。 

 決算書は一般８８ページから９１ページになり

ます。 

 監査委員費の当初予算額１４７万２,０００円

に、補正予算で７万４,０００円減額し、予算現

額計１３９万８,０００円に対し、支出済額１３

９万５,１９６円、不用額２,８０４円、執行率は

９９.８０％でございます。ほぼ予算どおり執行

しております。 

 歳出の内容につきましては記載のとおりであり

ます。 

 簡単ですが、監査委員費につきましては以上で

ございます。 

 次に、追加資料の説明をいたします。 

 最初に、財産の買い入れ契約、１３０万円以上

の状況で、議会本会議場設備機器等、こちらは北
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海道市町村備荒資金組合譲渡事業でございます。

３業者による入札で、落札者と、取得先である北

海道市町村備荒資金組合の契約となり、七飯町が

備荒資金組合に５年間で返済していくものです。

元金償還は来年度からとなり、元年度は利子の１

万６７０円の支払いとなります。納期、契約及び

検収年月日、支出命令年月日は記載のとおりであ

ります。 

 次に、その他の契約、１３０万円以上の状況で

すが、七飯町議会会議録調製業務委託の１件で、

３者による入札で単価契約をしております。消費

税が１０月１日から１０％になりましたので、単

価が変更しております。 

 説明は以上でございます。 

○長谷川委員長 ありがとうございました。 

 これより質疑を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 追加資料の説明のところでもう

ちょっと聞きたいのですけれども、会議録の調製

業務というのは、音声をどういう形で送って、ど

ういう納品の仕方で戻ってきているのでしょう

か。ちょっとその説明をお願いします。 

○長谷川委員長 局長。 

○関口議会事務局長 会議をＳＤカードで録音し

まして、そちらで送っております。そちらが会議

録と完成品として納品されております。紙です。

データも一緒にです。 

 以上です。 

○長谷川委員長 平松委員。 

○平松委員 戻ってきたときもＳＤカードがベー

スなの。媒体は何で来ているのですか。 

○長谷川委員長 局長。 

○関口議会事務局長 媒体はＳＤカードで、ＭＰ

３で送ってきます。それをもとに、ホームページ

に掲載等、利用しております。 

○長谷川委員長 平松委員。 

○平松委員 このごろ自動翻訳がものすごい勢い

で正確に、おまけに無料のまで出てきているのが

あるのですけれども、それは速度が大分遅いので

すが、前にもちょっと検討はしたかと思うのです

けれども、いずれこういうところに出さずに、自

分たちのところで全部、そういうソフトなり何な

りを入れるとおさまれるというふうに考えて、何

か調べたりとかしましたでしょうか。ちょっとそ

こらだけ聞かせてください。 

○長谷川委員長 局長。 

○関口議会事務局長 やはり業者のほうからデモ

とかで一応紹介していただき、デモとかもちょっ

としてみたのですけれども、なかなか正確率とい

うものがちょっと、要は録音したものを吹き込ん

で、文字で出てくるというのですけれども、なか

なか正確性にはちょっとまだ至っていないのかな

という感じを受けました。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

 池田委員。 

○池田委員 この音響施設ですけれども、購入す

る際、この機種を指定して購入したのか、それと

も、金額にあわせてこの機種が来たものなのか、

その辺、何となくこの機種が、いろいろ視察して

も、もう少しすっきりしたようなマイクがいろい

ろな新しくこういう音響を入れた場合にはなるの

だけれども、何となく旧型のやつがついたので、

予算上でこういうものがついたのか、業者からこ

れしかないよと言われたのか、その辺、ちょっと

見解を教えてもらいたいのですが。 

○長谷川委員長 局長。 

○関口議会事務局長 機器は指定しているわけで

はないのですけれども、確かにうちは後づけなの

で、こういうふうなちょっと別づけなのですけれ

ども、当初であると、中に埋め込みとかで、もう

少しすっきりした形になると思います。ただ、機

種の指定はしていないのですけれども、これと同

等なものという形での入札をしておりますので、

指定はしておりません。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 追加資料の中の２番目のところで、

会議録の調製業務で、単価契約、１時間当たり幾

らということで単価が出ているのですけれども、

この１時間というのは、記録されたデータが１時

間ということでよろしいのですかね。直すのに１

時間とか、そういうあれなのですか。会議録作成
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のあれで、この１時間というのはどういう１時間

なのでしょうか。 

○長谷川委員長 局長。 

○関口議会事務局長 会議時間でございます。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、議会事務局に対する審査を終了いたし

ます。 

 次に、会計課の審査を行います。 

 会計課長、御苦労さまです。 

 それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

をお願いいたします。 

 課長。 

○青山会計課長 それでは、会計課の決算審査に

ついて、よろしくお願いいたします。 

 会計課の提出資料は、共通様式の調書１枚のみ

で、お手元の決算書では、ページは６０ページか

ら６１ページとなります。予算科目は、２款総務

費１項総務管理費４目会計管理費で、事業名も同

じく会計管理費となります。 

 この事業予算の目的とありますが、会計課は、

税等の収入金の収納や支払処理のため事務用消耗

品の購入や、各種支払伝票等の印刷に充てる経費

が主な内容となります。 

 当初予算額は２４万７,０００円、補正予算額

は１万７,０００円の減で、執行予算額は２３万

円となり、支出済額は２１万７,１９８円、不用

額は１万２,８０２円で、執行率は９４.４％と

なっております。 

 支出の内訳でありますが、右横事由欄に記載の

とおりですので、説明は省略させていただきます

が、不用額については旅費で、７２０円、需要額

で１万２,０８２円の、合計１万２,８０２円と

なっております。ほぼ予算どおりの執行となりま

した。 

 説明は以上のとおりとなります。よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。 

○長谷川委員長 ありがとうございました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 質疑を終わります。 

 以上で、会計課に対する審査を終了します。 

 会計課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１４分 休憩 

───────────── 

午前１０時１５分 再開 

○長谷川委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 次に、総務部の審査をいたします。 

 総務部長、総務財政課長、情報防災課長、政策

推進課長、税務課長、御苦労さまでございます。 

 それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

をお願いいたします。 

 なお、資料は事前に配付されておりますので、

資料の事業決算の具体的な内容については、特段

の説明がない限り、「記載のとおり」でよろしい

です。 

 それでは、各課長、順次指名いたします。 

 総務財政課長、よろしくお願いいたします。 

○俉楼総務財政課長 それでは、総務財政課か

ら、提出資料をもとに説明をさせていただきま

す。 

 まず、共通様式のほうから説明をさせていただ

きます。 

 資料番号１番、共通様式の１番になります。決

算書のページでいくと５２ページから５４ページ

までになります。継続事業で、２款総務費１項１

目、事業決算名が一般管理費、総務行政でござい

ます。当初予算１,３４６万円に対しまして、１

２万１,０００円を減額補正し、予算現額を１,３

３３万９,０００円とし、支出済額が１,２３９万

６,６４８円、不用額は９４万２,３５２円で、執

行率は９２.９％でございます。事業の目的、決

算内容は記載のとおりでございますが、不用額の

中身といたしまして、旅費については不用額が４

６万２,７３０円、交際費については不用額が１

８万１,９８０円、これは２月１９日、新型コロ

ナウイルス発生後の出張等について、ほとんど実

施してございませんので、その分、不用額という

ことになってございます。 

 続きまして、ナンバーの２、決算書の５２から



－ 5 － 

５５ページになります。継続事業で、２款総務費

１項１目で、事業決算名が平和事業費になりま

す。当初予算が１３８万５,０００円が予算現額

となりまして、支出済額が１３７万６,９５５

円、不用額は８,０４５円で、執行率は９９.４％

となってございます。今回、８月１５日、平和記

念事業ということで、広島市へ中学生６名を派遣

している事業、また、七重小学校のグラウンドの

ところでやっております平和事業に対する経費と

いうことでなってございます。事業の支出の状況

については記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの３、決算書の５２から

５５ページになります。継続事業で、２款総務費

１項１目、事業決算名が表彰事業費になります。

当初予算が７５万３,０００円に対しまして、２

６万９,０００円を増額し、予算現額を１０２万

２,０００円とし、支出済額が９４万８,２８９

円、不用額が７万３,７１１円で、執行率は９２.

８％でございます。支出の内容は記載のとおりと

なってございますが、令和元年度、表彰者という

ことで、文化功労賞１名と、そのほか、表彰者と

して２８件の表彰をしているということの実績で

ございます。 

 続きまして、ナンバーの４、決算書の５２ペー

ジから５７ページになります。継続事業で、２款

総務費１項１目、事業決算名が一般管理費の人事

行政となります。当初予算５１８万２,０００

円、これが予算現額となりまして、支出済額４９

７万９,５８２円、不用額は２０万２,４１８円

で、執行率は９６.１％でございます。決算内容

は記載のとおりでございます。 

 続きまして、決算書の５２から５７ページにな

ります。継続事業で、２款総務費１項１目、事業

決算名が一般管理費の共通経費となってございま

す。当初予算２,１８０万９,０００円、これが予

算現額になりまして、支出済額２,１３４万９,９

５１円、不用額が４５万９,０４９円、執行率が

９７.９％でございます。事業の内容、決算内容

については御覧のとおりとなってございます。 

 続いて、決算書の５２から５９ページになりま

す。継続事業で、２款総務費１項１目一般管理費

で、事業決算名が町長公用車の管理費でございま

す。当初予算が６６万９,０００円に対しまし

て、３月の整理予算で１２万８,０００円を減額

し、予算現額を５４万１,０００円とし、支出済

額が４５万７,１３８円、不用額が８万３,８６２

円で、執行率は８４.５％となってございます。

事業の内容については御覧のとおりとなってござ

いますが、これについても、コロナウイルスの関

係がございましたので、少しガソリン代等で需要

費として不用額が８万３,８０２円ということで

ございます。 

 続きまして、ナンバーの７、決算書の６０から

６１ページになります。継続事業で、２款総務費

１項３目で、事業決算名が財政管理費になりま

す。当初予算が７３７万２,０００円に対しまし

て、補正予算で１億８,４４６万９,０００円を増

額し、予算現額を１億９,１８４万１,０００円と

し、支出済額が１億７２１万９,８９８円、不用

額が８,４６２万１,１０２円で、執行率は５５.

９％となってございます。不用額が多額になった

理由でございます。３月整理予算時に、決算収支

見込みを踏まえて、財政調整基金等へ積み立てを

想定し、増額予算計上したところでございます

が、その後、コロナウイルスに伴う予算、特に令

和２年の補正予算が相当多額になると想定された

ために、意図的に令和元年度で基金積み立てをせ

ず、令和２年の補正財源として現金を留保したと

いうことで、この部分で基金の積立額で不用額が

８,４５２万円相当分出たということでございま

す。 

 続きまして、ナンバーの８、決算書の６０から

６３ページになります。継続事業で、２款総務費

１項５目で、事業決算名が財産管理費でございま

す。当初予算８７万１,０００円に対しまして、

補正予算で５８万１,０００円を減額し、予算現

額が２９万円に対しまして、支出済額が１９万

８,０２７円、不用額が９万１,９７３円で、執行

率は６８.３％となってございます。決算内容は

記載のとおりとなってございますが、需用費の不

用額が９万１,５８７円となってございますが、

これは大沼のクリニック等、最近、冬場のボイ

ラー等の修繕がありまして、いつ壊れても対応で

きるようにということで、この分、残しておいた
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のですけれども、実際は修繕がなかったというこ

とで、不用額となっている状況でございます。 

 続きまして、ナンバーの９でございます。決算

書の６０ページから６３ページになります。継続

事業で、２款総務費１項５目、事業決算名が庁舎

管理費でございます。当初予算５,１２５万５,０

００円に対しまして、補正予算で４１万円を減

額、予備費充用が８１万３,０００円で、予算現

額を５,１６５万８,０００円として、支出済額が

５,１２１万２,０９８円、不用額が４４万５,９

０２円で、執行率は９９.１％でございます。予

備費充用の内容でございますが、今回、コロナウ

イルス関係のために、対策のために、空間消毒剤

というものを購入したものが、その関係で予備費

充用が４８万３,０００円、また、役場庁舎内を

殺菌作業委託するための充用額として３３万円、

合わせて充用額合計で８１万３,０００円を充用

しているというところでございます。 

 続きまして、ナンバーの１０、決算書６６から

７１ページになります。継続事業で、２款総務費

１項７目、事業決算名が新幹線事業推進基金費で

ございます。当初予算１,０００円、これが予算

現額になりまして、支出済額が３０４円、不用額

は６９６円で、執行率は３０.４％となってござ

います。この基金につきましては、令和元年５月

３１日をもって廃止としておりますので、その部

分までの経費となっているところでございます。 

す。 

 続きまして、ナンバーの１１になります。決算

書の７６ページから７９ページになります。継続

事業で、２款総務費１項１２目、事業決算名が地

域センター管理費でございます。当初予算３７７

万４,０００円が予算現額となりまして、支出済

額が３７７万１,６８７円、不用額が２.３１３円

で、執行率は９９.９％でございます。決算内容

は記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、決算書の８４ページから８５ペー

ジになります。継続事業で、２款総務費４項１

目、事業決算名が選挙管理委員会費でございま

す。当初予算８３万４,０００円、これが予算現

額となりまして、支出済額が７５万６,８９６

円、不用額が７万７,１０４円で、執行率は９０.

８％でございます。決算内容については記載のと

おりでございます。 

 続きまして、決算書の８４から８７ページにな

ります。新規事業になりますけれども、２款総務

費４項２目で、事業決算名が町議会議員選挙執行

費でございます。当初予算が１,６９３万４,００

０円、補正予算で４４２万３,０００円を減額

し、予算現額を１,２５１万１,０００円として、

支出済額が１,２５０万３,９７４円、不用額が

７,０２６円で、執行率は９９.９％でございま

す。これについては、令和元年４月２１日執行の

選挙の経費ということでございます。 

 続きまして、ナンバーの１４、決算書の８４か

ら８７ページになります。継続事業で、２款総務

費４項２目、事業決算名が北海道知事・議会議員

選挙執行費でございます。当初予算が９０８万

３,０００円で、補正予算で１６４万８,０００円

を減額、前年度繰越額が２８６万２,０００円あ

りまして、予算現額を１,０２９万７,０００円と

して、支出済額が１,０２８万８,９３１円、不用

額が８,０６９円で、執行率は９９.９％でござい

ます。決算内容は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの１５になります。決算

書の８４から８９ページでございます。新規事業

で、１款総務費４項２目、事業決算名が参議院議

員通常選挙執行費でございます。当初予算１,９

１８万円、補正予算で３３５万５,０００円を減

額し、予算現額を１,５８２万５,０００円とし

て、支出済額が１,５８１万７,９２６円、不用額

は７,０７４円で、執行率は１００％でございま

す。決算内容は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの１６、決算書の９４

ページから９５ページでございます。継続事業

で、３款民生費１項１目、事業決算名が福祉基金

費でございます。当初予算が４万１,０００円に

対しまして、補正予算で９１万６,０００円を増

加し、予算現額が９５万７,０００円に対しまし

て、支出済額９５万７,０００円、不用額はなし

で、執行率は１００％でございます。決算内容は

記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの１７、決算書の１２４

から１２９ページになります。継続事業で、４款
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衛生費１項３目、事業決算名が環境保全事業推進

基金費でございます。当初予算３万１,０００円

に対しまして、補正予算で５７万８,０００円を

増額し、予算現額が６０万９,０００円に対し、

支出済額が６０万９,０００円、不用額はなし

で、執行率は１００％でございます。決算内容は

記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの１８、決算書の１５０

から１５３ページでございます。新規事業で、６

款農林水産業費２項１目、事業決算名が森林環境

譲与税基金費でございます。当初予算はなく、補

正予算で４０２万７,０００円を増額、流用で１,

０００円を増額し、予算現額を４０２万８,００

０円とし、支出済額４０２万８,０００円、不用

額はなしで、執行率は１００％でございます。

１,０００円の流用の理由でございます。基金積

み立ての原資となる森林環境譲与税が歳入予算額

４０２万７,０００円に対しまして、収入額が４

０２万８,０００円というところでございまし

た。当初、４０２万７,０００円ということで北

海道のほうから通知があったところでございます

が、３月３１日になって４０２万８,０００円の

収入ということの通知がございまして、１,００

０円分、基金に積み立てるためにどうしても流用

が必要ということで、本来であれば議会に諮るだ

とか、必要でございましたけれども、議会にかけ

る暇がなかったために、今回は流用ということで

整理をしているところでございます。 

 続きまして、ナンバーの１９、決算書の２０４

から２０９ページになります。継続事業で、１０

款教育費４項１目、事業決算名が社会教育施設整

備基金費でございます。当初予算６万２,０００

円に対しまして、補正予算で１４３万４,０００

円を増額し、予算現額が１４９万６,０００円に

対しまして、支出済額が１４９万６,０００円、

不用額はなしで、執行率は１００％でございま

す。決算内容は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの２０でございます。決

算書の２３６から２３７ページになります。継続

事業で、１２款公債費１項１目、事業決算名が一

般会計町債償還金（元金）でございます。当初予

算１１億３,３５４万７,０００円に対しまして、

補正予算で５１万５,０００円を減額し、予算現

額が１１億３,３０３万２,０００円に対して、支

出済額が１１億３,３０３万１,６３３円、不用額

が３６７円で、執行率は１００％でございます。

決算内容は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの２１、決算書の２３６

ページから２３７ページでございます。継続事業

で、１２款公債費１項２目、事業決算名が一般会

計町債償還金（利子）でございます。当初予算

９,２４６万５,０００円に対しまして、補正予算

で４０２万５,０００円を減額し、予算現額が８,

８４４万円に対しまして、支出済額が８,８１５

万２,７０５円、不用額が２８万７,２９５円で、

執行率は９９.７％でございます。決算内容は記

載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの２２、決算書の２３８

ページから２３９ページでございます。継続事業

で、１３款職員費１項１目、事業決算名が職員給

与費でございます。当初予算１２億５,１４０万

５,０００円に対しまして、３月に整理予算で２,

１５７万３,０００円を減額し、予算現額を１２

億２,９８３万２,０００円に対しまして、支出済

額が１２億２,５１４万８２７円、不用額が４６

９万１,１７３円で、執行率は９９.６％でござい

ます。決算内容は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの２３、決算書の２３８

ページから２４１ページでございます。継続事業

で、１３款職員費１項１目、事業決算名が臨時職

員雇用費でございます。当初予算４,６２０万９,

０００円に対しまして、３月の整理予算で２０８

万４,０００円を減額し、予算現額が４,４１２万

５,０００円に対しまして、支出済額が４,２５２

万９,５４１円、不用額が１５９万５,４５９円

で、執行率は９６.４％でございます。決算内容

は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの２４、決算書の２４０

ページから２４１ページになります。継続事業

で、１３款職員費１項２目、事業決算名が職員諸

費でございます。当初予算７０万８,０００円に

対しまして、３月の整理予算で７,０００円を減

額、予算現額を７０万１,０００円として、支出

済額が６７万８,５７０円、不用額が２万２,４３
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０円で、執行率は９６.８％でございます。決算

内容は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの２５、決算書の２４０

ページから２４１ページでございます。継続事業

で、１３款職員費１項２目、事業決算名が職員研

修費でございます。当初予算１３７万２,０００

円に対しまして、３月の整理予算で１１万３,０

００円を減額、予算現額を１２５万９,０００円

とし、支出済額１１７万５,９００円、不用額は

８万３,１００円で、執行率は９３.４％でござい

ます。決算内容は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの２６、決算書の２４０

ページから２４１ページでございます。継続事業

で、１３款職員費１項２目、事業決算名は職員厚

生費でございます。当初予算３２４万８,０００

円に対しまして、３月の整理予算で５８万６,０

００円を減額し、予算現額を２６６万２,０００

円とし、支出済額が２６０万７,０５４円、不用

額が５万４,９４６円で、執行率は９７.９％でご

ざいます。決算内容は記載のとおりでございま

す。 

 続きまして、ナンバーの２７でございます。決

算書の２４２から２４３ページでございます。継

続事業で、１４款予備費１項１目、事業決算名が

一般会計予備費でございます。当初予算５００万

円に対しまして、１７４万９,０００円を充用

し、予算現額を３２５万１,０００円としてござ

います。支出の内容でございますが、右側に書か

れているとおり、１月に災害救助費として６１万

２,０００円を支出してございます。２月には、

コロナウイルス対策として、庁舎用消耗品費とし

て４８万３,０００円、庁舎内高濃度殺菌緊急作

業委託料として３３万円、教育委員会事務局費、

学校庶務として７万７,０００円、３月にコロナ

ウイルス対策として、商工業経営安定支援事業費

として２４万７,０００円を充用してございま

す。これの充用の合計額として１７４万９,００

０円ということでございます。 

 共通様式については以上でございます。 

 次に、追加資料の説明をしてまいります。 

 まず、各課共通の２番目にございましたその他

の契約、１３０万円以上の状況でございます。 

 総務財政課として、３ページにわたり、１２件

の契約がございます。 

 大きく分けると、施設管理委託に係る部分につ

いては４件、会計システム等の委託だとか職員の

健康診断に係る部分で４件、選挙、道議、知事だ

とか町議会議員選挙に係る部分については３件、

あとは役場の補修に係る部分が１件で、１２件と

いうことでございますので、御覧いただきたいと

思います。 

 続きまして、各課共通様式の４番でございま

す。 

 土地の貸付収入、建物の貸付収入の内訳、金

額、面積の一覧でございます。総務財政課の所管

の部分では４３件で、貸付料合計としまして１,

０５１万７０３円の実績でございます。 

 続きまして、共通様式の５番、不用財産の売り

払いの状況でございます。 

 令和元年度、総務財政課としては３件の売り払

いでございます。金額、合計いたしますと１,６

６９万３,０００円の実績でございます。 

 続きまして、総務財政課の要求資料としまし

て、町長交際費のうち、会議等賄い費の内訳の一

覧でございます。町長交際費のうち、会議等賄い

費につきましては、総額で２７万９,８２４円と

いうことでございます。大きく増えている部分と

いうことでは、今回、令和元年度に三木町との姉

妹都市の提携２０周年ということで、来庁した際

に、夕食懇談会等開かれております。それらの姉

妹都市に関連する支出が１３万１,３８４円ござ

います。また、道の駅が開業されまして、開業

後、道庁だとかいろいろなところから視察に見え

てきていただいております。その視察の際に、対

する賄い費として２万６,０５０円、これが令和

元年度、例年と違う部分で増えているというとこ

ろの経費でございます。今の三木町、姉妹都市の

関係と、道の駅の開業後の視察に対する賄い費、

合わせますと１５万７,４３４円というところの

状況でございます。 

 続きまして、総務財政課の追加資料の中で、今

後５年間の町債の残高の推移の見込みということ

の表でございます。ここに示している表は、令和

元年度の決算、また、令和２年度の７月までの補
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正の状況を現計予算といたしまして、それを実績

としまして、令和３年度以降の町債、交際費、ま

た、町債の現在高がどうなっているかということ

の推計した数値となってございます。この推計の

結果、町債の現在高については、令和元年度の決

算額としましては１４０億６,６００万円という

ことでございますが、令和７年度の計画値として

は１１５億８,０００万円まで落としてまいりた

いというものでございます。 

 その下については、町債の現在高の状況をグラ

フに示してございます。 

 また、参考の財政指標としまして、実質公債費

比率と将来負担比率についても参考として載せて

ございます。実質公債費比率につきましては、今

後も数値が伸びていきまして、令和元年度の計画

値では１６.０％、ここがピークとなります。そ

の後、落としていくというような数値となってご

ざいます。将来負担比率につきましては、令和２

年の段階でピークの１０５.９％でございます。

この後、落としてまいりたいというところの数値

でございます。 

 続きまして、令和元年度の正職員、非常勤職員

数の内訳でございます。各部、各課ごとの正職

員、再任用職員、非常勤職員の積み上げでござい

ます。下段のほうに合計欄を載せてございますけ

れども、合計では、正職員が１７４名、再任用職

員が６名、非常勤職員が９２名で、合わせて２７

２名の状況でございます。 

 続きまして、総務財政課の４になります。町の

遊休地の一覧、面積等でございます。全体で５

ページございまして、全部で１７３筆、約２１ヘ

クタールが普通財産として総務財政課で所管して

いるということの一覧となってございます。 

 最後になります。これは資料要求にございませ

んでしたが、先般の決算の説明の際に、元利償還

金の交付税算入額についてということの御質問が

ございました。それの説明資料になります。 

 まず、令和元年度の決算の参考資料、こちらを

御覧いただきたいのですけれども、こちらの１１

ページを御覧いただきたいと思います。 

 １１ページになりますが、財政指標等の資料と

して、（１）で、実質公債費比率、将来負担比率

計算書ということで載ってございます。この中の

Ａの一番上には、元利償還金としまして、令和元

年度は１２億１,９７５万円ということでござい

ます。その下のところのＣ欄になりますけれど

も、Ｃ欄では、交付税の算入額として、事業費補

正分としまして３億１,１９４万８,０００円、そ

の下の交付税算入額、災害復旧費等分としまして

５億５,４６４万９,０００円、その下の交付税算

入額、密度補正分、これが２,５９５万５,０００

円ということでございます。これの合計が８億

９,２５５万２,０００円となるところでございま

すが、今申し上げた数値の資料になるのが、今回

提出いたしました令和元年度普通交付税算定台帳

というものでございます。これは交付税を算定す

る際に、どこの市町村もこのフォーマットを使っ

て計算するものでございますが、一番先にお知ら

せした事業費補正分というのは１ページの下段の

右側に黒く枠をつけておりますが、事業費補正と

いうことで、消防費から地域振興費（面積）とあ

るものの積み上げが３億１,１９４万８,０００円

ということでございます。これが決算資料の１１

ページのほうに載っているということでございま

す。 

 続いて、次のページに、個別算定経費、公債費

ということで、右の欄にございますが、災害復旧

費から、右のほうに基準財政需要額ということの

各項目ごとに載ってございまして、合計額が５億

５,４６４万９,０００円ということでございま

す。これも先ほどの１１ページの２段目がこの数

字になってございますが、ここから１１ページの

算定のもとになっているというものでございま

す。 

 続いて、Ｃの一番下の密度補正分になります

が、１ページ、先ほどのページに戻っていただき

まして、事業費補正の下のところに密度補正とい

うことでございます。小学校費からありますけれ

ども、これは合計額として、保健衛生費の診療所

等ということで４,６５７万４,０００円となって

ございますが、七飯町のここの交付税算入される

ものとしては、水道事業に対するものといたしま

して２,５９５万５,０００円ございますので、こ

の部分が１１ページの密度補正分にいくというこ
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とになります。 

 この交付税算定台帳の計算をもとに、交付税の

算入額をそれぞれ算出しているというところでご

ざいます。 

 総務財政課の共通資料、また、追加資料の説明

については以上でございます。 

○長谷川委員長 総務財政、様式１のほうの説

明。 

○俉楼総務財政課長 大変失礼いたしました。 

 様式１、事務事業予算全額未執行、細節５万円

以上の状況でございます。 

 報酬でございます。委員報酬ということで、未

執行額が５万８,０００円でございます。未執行

の理由としまして、倫理審査会、行政不服審査会

ともに案件がなく、未開催であったために未執行

というところでございます。 

 続いて、様式２、令和元年度、予算流用５万円

以上及び予備費充用の状況でございます。充用と

して２件。 

 一つ目が、消耗品費で４８万３,０００円でご

ざいます。予備費からの充用ということで、充用

先が２款１項５目の需用費でございます。流用の

理由としましては、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止のため、空間除菌剤、パナラウムケ

アという物品を２３１個購入したというものでご

ざいます。 

 二つ目の充用といたしまして、委託料で３３万

円でございます。充用先といたしまして、２款１

項５目の委託料でございます。新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止のために、緊急的に役場庁舎

の高濃度殺菌作業委託をしたというものに対する

経費でございます。 

 大変申しわけございませんでした。 

 以上で、総務財政の説明を終わりたいと思いま

す。 

○長谷川委員長 ここで、暫時休憩します。 

午前１０時５５分 休憩 

───────────── 

午前１１時１３分 再開 

○長谷川委員長 それでは、休憩以前に引き続

き、再開いたします。 

 平松委員。 

○平松委員 説明員、全員そろっていまして、１

人目の説明のボリュームも結構ありました。これ

に対して、全部の説明員の説明を受けてから、ま

たもとに戻って我々の質問をするというのには、

ちょっと理事者側の拘束時間も長くなると思いま

すが、一人一人、説明が終わった時点で質問をし

て、それが済んだら退席していただくというやり

方のほうが、我々もわかりやすいですし、理事者

にもプラスになるかなと思いますので、そういう

進め方を、委員長、副委員長のほうで協議してい

ただきたいと思います。 

○長谷川委員長 本日の委員会を開催するに当た

り、事務局長のほうからその進め方を説明しまし

たけれども、皆さんから異議がありませんでした

ので、ここまで進めてまいりました。 

 それに対して、ただいま平松委員のほうから、

長時間にわたって拘束しているから、各課ごとに

聞き取りをして、各課ごとに質疑を進めたらどう

だという話ですけれども、皆様の御意見をお聞か

せください。 

 上野委員。 

○上野委員 今の平松委員のやり方で賛成だと思

います。前にもそういうやり方でやっていたと思

うのですけれども……。 

○長谷川委員長 前というのは、以前というのは

いつの話ですか。 

○上野委員 去年です。 

○長谷川委員長 春の。春の、そうですね。そう

いうコロナ対策ということで、３月の予算委員会

のときはこのとおり進めてきましたけれども。 

 今回のコロナ対策というのは、引き続き動いて

いるわけですから、だから冒頭、事務局長が説明

して進めてきたのですけれども、だから、ある程

度譲るところは譲って理解していかないと、その

都度、その都度、意見があるからといっても、こ

のように翻弄されるだけでないですか。だから、

今日はこれで、今日、総務関係で１日かかります

けれども。 

 平松委員。 

○平松委員 ３月の話をしても、３月はこういう

対策とれていませんでしたからね。今度はとれま

した、ちゃんとお金もかけて。ですから、今、私
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が提案した話を、是か非かだけ皆さんに聞いてく

ださい、意見ではなくて。多いほうに従いますか

ら。挙手でも何でもいいですから、それで決めて

ください、時間かかりますから。 

○長谷川委員長 そうですね。 

 では、平松委員の言うように、各課ごとに聞き

取りを進めていくという……。 

○中川委員 １回１回運営に决をとるとかではな

くて、平松委員の言っていることも確かにごもっ

ともというのもありますので、資料が多いとかと

いうのもありますので、ただ、最初に事務局長

が、委員会、私たちに対して説明をした、そこで

私たち、全員異議がなかった。資料もこれだけ膨

大にあるというのもわかった中で異議がなかっ

た。だけど説明を受けたら、多かったというのに

気づいた。だから、どっちもあっていると思うの

で、だから、决をとるとかでなくて、委員長、副

委員長で、委員会の進め方なのですから、决をと

らないで、平松委員の言っていることも一理ある

ので、そっちはそっちで、委員長、副委員長で決

めたほうがスムーズだと思いますけれども、 

○長谷川委員長 中島委員。 

○中島委員 実はこの件につきましては、私も去

年、局長のほうに提案したのですよ、１課ごとに

やるべきだということで。それは却下されたので

すけれども、今までは第１委員会ですか、あそこ

でやっていましたけれども、コロナ禍がはやって

きて、あそこだと密接になるよということでこち

らに来たのですよ。だから今回、２回目なのです

よね。それまでは、向こうでやったときには各課

ごとにやっていたのですよ。何の不便も感じな

かったのですけれども、こっちに来てから、全部

を聞いてからやるとなったから、私は去年、局長

のほうに提案したのです。やっぱり一括でやるべ

きですよと言ったけれども、去年、私は却下され

たのです。私はいいも悪いも言わなかったのです

けれども、局長がそう言うのであればそれでいい

ということになったのですけれども、今、こう

やって説明を受けると、資料が膨大になってきま

した。４課、５課の説明を聞いて、このぐらいあ

りますよ、４課、５課を聞いたら。それに書類が

あります。これは総務財政で最初に聞いた資料を

こっちに置いておいて、２回目はこっちです、３

回目は、全部置いておいて、質問が始まりました

ら、また全部資料をこっちに寄せながら、全部資

料なくてはいけないのですよ。その面倒さといっ

たら大変だと思うのですよ。だから、１課ごとに

やると、一つにまとまっていますから、質問もし

やすいし、内容もわかってくるのかなという形

で、僕は１課ごとにやったほうがスムーズにいく

のかなと。時間も短縮できるのかなというような

気がするのですよ。そこで私は、去年も私は提案

しましたけれども、１課ごとにやるべきだという

感じは持っています。 

○長谷川委員長 暫時休憩します。 

午前１１時２０分 休憩 

───────────── 

午前１１時２２分 再開 

○長谷川委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 皆様から、本日の審査の進め方を聞いてまいり

ましたけれども、ただいま委員長、副委員長で協

議した結果、本日の委員会はこのまま進めてまい

ります。よって、皆様には、ただいま聞いたとお

り、資料が多いとか、忘れるとか、そういう意見

は、それはわかりました。そこで、来週からは、

本日終了した時点で決めてまいりたいと思いま

す。それで進めます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、協議を再開しまして、情報防災課

長、説明、よろしくお願いします。 

○若山情報防災課長 それでは、共通様式に沿っ

て説明いたします。 

 まず、資料ナンバー１番、２款総務費１項総務

管理費１目一般管理費の、事業決算名が総務公用

車管理費でございます。当初予算４１６万２,０

００円に対しまして、補正予算額４万４,０００

円の減額、予算現額計が４１１万８,０００円、

支出済額が４００万６,０８０円、不用額が１１

万１,９２０円、執行率は９７.３％でございま

す。本事業については、公用車の一元管理を行う

ものの予算でございまして、事業決算の具体的な

内容、それから補正の内容については記載のとお

りとなってございます。 
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 次、資料ナンバー２、２款総務費１項総務管理

費１目一般管理費、事業決算名は町有バス管理費

でございます。当初予算額１,１１０万１,０００

円に対しまして、補正予算額が４７万３,０００

円の減額、予算現額計といたしまして１,０６２

万８,０００円、支出済額が１,００９万１,２９

２円、不用額が５３万６,７０８円、執行率が９

５.０％となってございます。これは町有バスあ

かまつ２台の運行に係る予算でございます。事業

決算の具体的な内容については記載のとおりと

なってございます。 

 続きまして、資料ナンバー３、２款総務費１項

総務管理費６目電算管理費、事業決算名は電算管

理費でございます。当初予算額が１億７３４万

６,０００円、補正予算額が８１万２,０００円の

減額、前年度繰越額といたしまして１６６万９,

０００円、予算現額計といたしまして１億８２０

万３,０００円、支出済額が１億６１８万２,３５

２円、不用額といたしましては２０２万６４８

円、執行率は９８.１％でございます。この事業

につきましては、庁舎内等に係る電算の運営費と

なってございます。補正予算、歳入の状況、それ

から事業決算の具体的な内容については記載のと

おりとなってございます。 

 続きまして、資料ナンバー４でございます。２

款総務費１項総務管理費１目一般管理費、事業決

算名につきましては光ケーブル施設管理費でござ

います。当初予算額４４５万円、補正予算額につ

いては９１万２,０００円の増、前年度繰越額と

いたしまして９０７万２,０００円、予算現額計

は１,４４３万４,０００円、支出済額といたしま

して１,３９８万９,６９４円、不用額は４４万

４,３０６円、執行率は９６.９％となってござい

ます。繰り越しにつきましては、昨年度の光ケー

ブルの電柱等移設工事について、工事期間が延び

たことによる繰り越しになってございます。補正

の内容、歳入、それから事業決算の具体的な内容

については記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、資料ナンバー５、９款消防費１項

消防費１目消防施設費、事業決算名は消防施設費

になります。当初予算額５億９,９２０万円、予

算現額も同額で、支出済額も同額となって、執行

率については１００％となってございます。この

事業目的につきましては、七飯消防署の運営を行

うための負担金となってございます。 

 続きまして、資料ナンバー６、９款消防費１項

消防費２目災害対策費、事業決算名につきまして

は災害対策費。当初予算額５６３万３,０００

円、補正予算額１,２７６万円、予算現額計は１,

８３９万３,０００円、支出済額については１,８

２７万８,０６２円、不用額は１１万４,９３８

円、執行率は９９.４％となってございます。こ

の予算につきましては、災害対策に係る経費でご

ざいます。補正予算につきましては、記載の福祉

避難所等設備整備工事について、昨年度、補正さ

せていただきまして、電源の強化、停電時の対応

の強化を行ってございます。事業決算の具体的な

内容については記載のとおりとなってございま

す。 

 続きまして、資料ナンバー７番、９款消防費１

項消防費２目災害対策費、事業決算名につきまし

ては防災行政無線施設管理費でございます。当初

予算額２７１万３,０００円、補正予算額３３万

３,０００円の減額、前年度繰越額といたしまし

て５６４万５,０００円、予算現額につきまして

は８０２万５,０００円、支出済額７９０万９,１

７０円、不用額は１１万５,８３０円、執行率は

９８.６％となってございます。繰越の内容につ

きましては、デジタル防災無線の実施設計委託料

となってございます。事業決算の具体的な内容、

補正の内容につきましては記載のとおりとなって

ございます。 

 資料ナンバー８、９款消防費１項消防費２目災

害対策費、事業決算名は国民保護対策費でござい

ます。当初予算額３５万５,０００円、補正予算

額７万５,０００円の減額、予算現額２８万円、

支出済額２４万２,０００円、不用額３万８,００

０円、執行率８６.４％となってございます。こ

の予算につきましては、国民保護の武力等に対す

る委員会等の委員報酬、それから費用弁償、それ

から、Ｊ－ＡＬＥＲＴと呼ばれる全国瞬時警報シ

ステムの保守点検料となってございます。国民保

護会議につきましては、未開催のため、執行がな

かったということとなってございます。補正予算
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の内容につきましては記載のとおりとなってござ

います。 

 また、様式１から４に関しましては、当課では

該当がございませんでした。 

 続きまして、追加の資料になります。１３０万

円以上の契約の状況でございます。 

 まず初めに、１ページ目、工事または製造の請

負の１３０万円以上の状況で、５件掲載しており

ます。これは先ほど申しました福祉避難所の電源

の強化のために補正予算を可決させていただい

て、執行させていただいたものです。 

 このほかに、大沼多目的会館の工事も行ってお

りますが、金額が１２６万５,０００円の契約額

でしたので、ここには記載されておりませんが、

工事は大沼多目的会館も行ってございます。 

 ページをめくっていただきまして、２ページ目

の財産の買入れ、物件の借入れ、物件の貸し付

け、その他契約ということになってございます。 

 上３件、コピー用紙、事務用パソコン、コピー

用紙の下半期ということで、財産の買い入れとい

うことで記載させていただいております。コピー

用紙につきましては単価契約をしてございまし

て、それぞれこの単価につきましては、５００枚

のＡ４用紙が５冊なので２,５００枚の単価と

なってございます。１年度で使っているのが大体

９００冊程度になりますので、１３０万円を超え

てくるので、記載させていただいてございます。 

 コピー用紙の下、デジタル複合機賃借から、そ

の下５件、総合行政情報システムのデータセン

ター利用料につきましては、物件の借入れという

ことで掲載させていただいております。 

 その下２件につきましては、その他契約という

ことで、システムの保守料ということで２件、掲

載させていただいてございます。 

 情報防災課の説明については以上となります。 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 引き続き、政策推進課長、説明お願いします。 

○中村政策推進課長 それでは、政策推進課よ

り、令和元年度の決算について御説明させていた

だきます。 

 決算書の５８ページからでございますが、共通

様式、ナンバー１を御覧ください。総務費、総務

管理費、広報費ですが、当初予算額１,６２６万

２,０００円、補正予算額は、３月の整理予算で

７万４,０００円を減額し、予算現額は１,６１８

万８,０００円で、支出済額１,６０４万７,４７

８円、執行率は９９.１％でございます。主な事

業は、ななえ広報の印刷発行と配送となってござ

います。事業決算の具体的な内容は記載のとおり

でございます。 

 続きまして、ナンバー２、企画費でございます

が、決算書の６６ページからです。当初予算額２

０４万円、補正予算額は、３月の補正予算で１８

万６,０００円を減額し、予算現額１８５万４,０

００円、支出済額は１８０万２,８５３円で、執

行率は９７.２％でございます。主な業務は、企

画事務に要する経費となってございます。令和元

年度につきましては、政策評価委員会の４回の開

催、また、まち・ひと・しごと創生推進委員会２

回の開催が行われてございます。また、七飯町の

人口ビジョンの改定、創生総合戦略の策定のため

の委託料というところが主な内容となってござい

ます。事業決算の具体的な内容につきましては記

載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー３、まちづくり政策事務

費でございます。当初予算額は６９万８,０００

円、補正予算額は、６月にコミュニティ助成事業

として２５０万円の増額、３月の整理予算で８万

９,０００円の減額、合わせて２４１万１,０００

円を増額し、予算現額３１０万９,０００円、支

出済額は３０１万４,６３５円、執行率は９７.０

％でございます。主な事業内容は、まちづくりの

政策事務費となってございます。男女平等参画審

議会委員報酬と費用弁償は、審議会を例年３月に

１回開催しておりましたが、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響もあり、開催見合わせとなって

ございます。事業決算の具体的な内容などは記載

のとおりでございます。 

 続いて、ナンバー４、住民参画共同支援費で

す。当初予算額２４５万円、３月の整理予算で４

１万５,０００円を減額し、予算現額２０３万５,

０００円、支出済額は１９５万４,８８９円、執

行率９６.１％でございます。事業内容として

は、主に活力のあるまちづくり推進助成金と、町
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内会連合会の補助金等の支出というふうになって

ございます。事業決算の具体的な内容は記載のと

おりでございます。 

 次に、ナンバー５、交通対策事業費でございま

す。当初予算額４９３万９,０００円、補正予算

額は、３月の整理予算で７０万６,０００円を減

額し、予算現額４２３万３,０００円で、支出済

額が４２３万１,８４７円、執行率は１００％で

ございます。事業目的といたしましては、新幹線

事業及び地域公共交通確保事業の推進というとこ

ろになってございます。事業決算の具体的な内容

につきましては記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー６の交流推進費でございます。

本年度、当初予算額１,６２２万６,０００円で、

補正予算額は、９月の補正予算で、香川県三木

町、姉妹都市提携２０周年記念事業報償費を４０

万円の増額、１２月の補正予算で４２万９,００

０円の減額、３月の整理予算で４３万７,０００

円の減額で、補正予算合計４６万６,０００円の

減額でございます。予算現額は１,５７６万円

で、支出済額は１,５７４万９,９９５円、執行率

は９９.９％でございます。国際交流や国内交流

事業の推進に関わる経費というところでございま

す。４月中旬にコンコード、カーライル高校コン

サートバンドが来町、そして、８月下旬に国際交

流、夏の集い、１０月の末には中高生と町民代表

の海外交流派遣研修事業、そして１０月の末に、

香川県三木町、姉妹都市提携２０周年記念式典に

係る事業を実施している経費でございます。事業

決算の具体の内容につきましては記載のとおりで

ございます。 

 続きまして、ナンバー７、国際交流公用車管理

費でございます。当初予算額は２３万４,０００

円、３月の整理予算で２万４,０００円を減額

し、予算現額は２１万円で、支出済額２０万４,

７８８円、執行率９７.５％でございます。国際

交流事業及び国際交流員の移動用の公用車の経費

となってございます。記載のとおりでございま

す。 

 ナンバー８、セミナーハウス指定管理費でござ

います。当初予算額３,００１万５,０００円で、

予算現額は同額で、支出済額３,００１万２,５６

０円、執行率１００％となります。事業決算の具

体的な内容は記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー９、統計調査費でございます

が、決算書の８８ページからでございます。統計

調査の調査費ですが、当初予算額２０５万円、３

月の整理予算で４４万１,０００円を減額し、予

算現額１６０万９,０００円、支出済額は１５８

万８,６３０円、執行率は９８.７％となります。

令和元年度は、工業統計調査、経済センサス、国

勢調査の調査区設定、農林業センサスとなってご

ざいます。事業内容につきましては記載のとおり

でございます。 

 次に、別添資料の説明をさせていただきます。 

 様式１でございますが、事務事業予算、全額未

執行、細節５万円以上の状況でございますが、ま

ちづくり政策事務費、細節名男女平等参画審議会

委員報酬におきまして、未執行額が７万１,００

０となってございます。未執行の理由でございま

すが、例年３月末に開催してございます男女平等

参画審議会でございますが、新型コロナウイルス

感染症の拡大の影響によりまして開催を見合わせ

まして、会議１回分の予算が全額未執行となった

ものでございます。 

 以下、様式２、様式３、様式４につきまして

は、当課では該当するものがございませんでし

た。 

 次に、追加資料として、今回提出させていただ

いた資料の説明をさせていただきます。 

 令和元年度、工事又は製造の請負契約、１３０

万円以上の状況ということで、当課として関係す

るものでございますが、七飯町の広報誌の発行で

ございます。契約業者名、七飯町身体障害者福祉

協会へ広報の印刷を委託してございますが、ペー

ジごとの単価契約になってございまして、白黒

ページは２.３円、カラーであれば４.３円という

ところでなってございます。印刷部数につきまし

ては、各月１万１,９２０部となってございま

す。ページ数につきましては、年間合わせまして

合計２６３ページというところになっておりま

す。こちら、記載内容、工期、契約と支出命令の

月日は記載のとおりでございますので、御覧いた

だきたいというふうに思います。 
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 続いて、開きまして、令和元年度町単独補助金

の状況でございますが、こちらは、まず一覧表、

上から説明させていただきます。コミュニティ助

成事業、宝くじの関係の助成事業でございます。

まず１件ございました。次に、活力のあるまちづ

くり推進事業助成金として１１件ございます。 

 そして、ページを開きまして、３行目には、町

内会連合会の運営補助金が１件ございます。続い

て、路線バスの維持補助金といたしまして２件ご

ざいます。そして、北海道新幹線建設促進期成会

補助金の１件というふうになってございます。 

 今回、政策推進課への追加資料ということで、

男爵倶楽部の決算書の提出を求められたところで

ございますが、今回、その決算書につきまして

は、町といたしましては資料としていただいてご

ざいます。ただ、会社のほうにおいて公表してい

ないという状況もありますので、こちら、町長の

席のところに決算書を準備させておりますので、

後ほど御覧いただければというふうに思います。

その決算書の内容なのですけれども、男爵倶楽部

の決算書、それはふるさと融資の、要は貸してい

る相手方という意味合いでの決算書というもので

ございます。あと、実際にダンシャクラウンジが

運営されているのは、別にダンシャクラウンジと

いう会社がございますので、そちらのほうの決算

書も御用意させていただいておりますので、御覧

になっていただければなというふうに思ってござ

います。 

 私からは以上でございます。 

○長谷川委員長 ありがとうございました。 

 引き続き、税務課長、説明願います。 

○広部税務課長 それでは、税務課提出の決算資

料ついて御説明いたします。 

 ナンバー１、事業決算名は税務総務費（課税）

です。当初予算現額は８８６万４,０００円、補

正予算額合計８３１万４,０００円、予算現額１,

７１７万８,０００円、支出済額１,６３１万７,

４７３円、不用額は８６万５２７円、執行率は９

５.０％でございます。特定財源の歳入は、税務

手数料１８２万１,９００円です。決算の内容は

記載のとおりでございますが、固定資産税評価額

に対する裁判が勝訴で終わり、行政訴訟業務委託

料の中から弁護士への報酬を９月定例会で補正

後、支出しております。また、例年と同じく、過

年度還付金不足額を補正予算で対応する措置をし

てございます。不用額の多い項目ですが、７節賃

金で２７万３,７３２円ございます。こちらは、

確定申告時、臨時職員８名分の賃金ですが、確定

申告が２月から始まりまして、業務多忙で作業が

間に合わない場合は２月から３月に休日出勤をお

願いすることを考え、予算を残しておりました

が、結果として職員だけの休日出勤で間に合った

ため、不用額となりました。また、２３節償還金

利子及び割引料の不用額が５７万４,３９３円

は、過年度還付金の執行残でございまして、こち

らは１件の還付金額が多い場合があり、また、３

月の年度末まで金額が確定いたしませんので、整

理予算では落とせない分となりますので、御理解

願います。 

 次に、ナンバー２、事業決算名は税務総務費

（納税）です。当初予算額は８９７万円、３月の

整理予算で１４万円減額し、予算現額８８３万

円、支出済額８７８万５,１２４円、不用額は４

万４,８７６円、執行率は９９.５％でございま

す。特定財源の歳入は、町税延滞金３３２万８,

３８３円です。決算内容は記載のとおりです。な

お、滞納整理機構への令和元年度の引き継ぎ及び

実績は、提出追加資料８ページに添付しておりま

すので、後ほど御参照ください。 

 次に、ナンバー３、事業決算名は賦課事務費で

す。当初予算額は１,１６９万７,０００円、補正

予算でマイナス１０万９,０００円、予算現額１,

１５８万８,０００円、支出済額１,１４４万５,

００６円、不用額は１４万２,９９４円、執行率

は９８.８％でございます。新規の項目として、

委託料の中に固定資産標準地鑑定評価業務委託料

５１７万円ございます。こちらは３年に一度、評

価替えを行う１年前に行う業務でございまして、

標準地となる固定資産税の評価鑑定を依頼してお

ります。きのうの追加資料要求で１３０万円以上

の契約状況の提出を求められましたので、こちら

を提出してございますので、後ほど御覧くださ

い。決算の内容は記載のとおりですが、１３節委

託料で不用額が１１万６８１円ございますが、こ
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れは給与支払い報告書等入力業務委託料の執行残

でございます。金額が確定するのが３月末となり

ますので、落とすことができませんので、御理解

願います。 

 次に、ナンバー４、事業決算名は徴収事務費で

す。当初予算額５５０万４,０００円、３月定例

会で整理予算として４１万円減額し、予算現額５

０９万４,０００円、支出済額４８６万７,５４８

円、不用額は２２万６,４５２円、執行率は９５.

６％でございます。決算の内容は記載のとおりで

すが、不用額２２万６,４５２円の主な内訳は、

１２節役務費の１４万９,６３２円です。こちら

から口座振替手数料や郵便振替手数料を支出して

おりますが、１０月から３月分の請求が令和２年

４月に来るため、残しておいた分です。整理予算

で３０万円は減額しておりますので、御理解願い

ます。１９節補助金で、納税貯蓄組合事務費補助

金を支出しております。こちらは昨日の追加資料

要求がございましたので提出しております。後ほ

ど御覧ください。なお、納税貯蓄組合は、令和３

年度をもって解散することとなっております。 

 共通様式の事業決算ごとの説明は以上になりま

す。 

 次に、当初から提出要求のあった資料に基づい

て説明いたします。 

 様式３は収入未済額の状況です。 

 ナンバー１からナンバー８まで、各税目別に記

載しております。年度ごとに調定額、収入額、不

納欠損額、収入未済額を記載しております。 

 次に、様式４は、不納欠損処分の状況でござい

ます。ナンバー１からナンバー５まで、税目別に

記載しております。左側の表は、処分事由別に件

数と金額を載せてございます。右側の表は、法律

区分により件数と金額を載せてございます。 

 地方税法第１５条の７は、本人死亡、相続放

棄、会社倒産などの理由で滞納処分停止し、不納

欠損した分でございます。 

 地方税法第１８条は、地方税の消滅時効によ

り、５年間経過したため、不納欠損処分したもの

でございます。 

 次に、歳入について、当初からの提出追加資料

で説明いたします。 

 １ページ目は、令和元年度徴収実績を一覧表で

示しておりますが、前年度との比較で説明します

ので、１枚めくっていただき、２ページ目の資料

１を御覧ください。 

 太枠のＡ欄は現年分、Ｂ欄は滞繰分、Ｃ欄は合

計となっております。令和元年度の町税全体の徴

収率ですが、一般税全体では、Ｃ列合計欄で０.

２％減少の９７.０％となりました。 

 次に、特別会計の国保税ですが、提出追加資料

の３ページ、資料２をお開きください。国民健康

保険税、現年、滞繰、合わせて徴収率は０.５％

減少し、８９.７％となっております。 

 次に、同じ３ページの中段より下のほう、認可

保育所保育料ですが、昨年１０月から保育料無償

化により、現年課税分については調定額が減少し

ております。認可保育所保育料、現、滞、合わせ

まして徴収率は２.１％減収し、９４.７％となっ

ております。 

 次に、資料の一番下、町営住宅使用料と町営住

宅駐車場使用料になります。合計で０.１％減少

し、９９.２％となっております。 

 次に、追加資料４ページには、町税の令和元年

度における収納状況と、過去５年間の推移及び徴

収実績を掲載しております。今年度は０.２％減

少し、９７.０％となりました。滞納繰越分の一

定の整理が終了しておりますので、今後も徴収率

は横ばいもしくは低下していくと思われますが、

引き続き徴収率アップに努力してまいります。 

 ５ページは、近隣市町の実績比較であります。

七飯町はトップの徴収率を保っております。 

 ６ページ、左側には、国保税を含まない推移、

右側は国保税のみの推移を徴収率とあわせて掲載

しております。 

 ７ページには、令和元年度実施した差し押さえ

の種類及び金額等を掲載しております。合計は右

下の欄になりますが、８６８万３,８０６円の充

当額となっております。今後の傾向として、一定

の債権整理が終了すると、差し押さえ実績は低下

していく予定でおります。 

 次に、８ページは、渡島・檜山地方税滞納整理

機構の委託内容と実績を掲載しております。 

 令和元年度では、１,３８３万４,４０５円の引
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き継ぎ滞納額に対し、３０９万３,４００円の収

入実績となり、徴収率は２２.３６％でありまし

た。ここには記載されてございませんが、ほかに

延滞金が８３万８,６９０円入っております。延

滞金を含めた実績は３９３万２,０９０円となり

ます。昨年の負担金は２８８万５,０００円でし

たので、負担金より１００万円以上多く収納に

なったということでございます。 

 ９ページは、滞納整理機構の収入決算額の税目

別の状況と収入率となっております。 

 また、先ほど共通様式のときに説明いたしまし

たが、昨日の追加資料要求がありましたので、１

３０万円以上の契約と補助金の一覧を提出してお

ります。 

 先ほど説明させていただきましたので、ここで

は省略させていただきます。 

 以上で、税務課所管分の説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

○長谷川委員長 ありがとうございました。 

 それでは、午後１時まで、暫時休憩いたしま

す。 

午前１１時５５分 休憩 

───────────── 

午後 ０時５９分 再開 

○長谷川委員長 休憩前に引き続きまして、再開

いたします。 

 これより、各課ごとに質疑を行います。 

 まず、総務財政課の質疑を行います。 

 川村委員。 

○川村委員 １点だけ。共通様式のナンバー１

３、右側の事業内容の１９の不在者投票経費負担

で、２４万円で計上しているのですけれども、も

しかするとナンバー１４、１５で道の選挙と参議

院の選挙のほうには、こういう不在者の経費がな

いのですけれども、もしかすると道とか国のほう

で不在者の関係を負担するので計上しないのか、

ちょっとその辺の説明だけお願いします。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 今の御質問にあるものは、

不在者投票特別経費負担金ということで、施設に

入っている方が施設で行うものに対して支出をし

てございます。町議会議員選挙については七飯町

から支出をしてございますが、北海道知事、道

議、また、国の選挙においては、北海道の選挙管

理委員会のほうから支出ということになりますの

で、１４、１５の事業については支出がないの

は、今御説明のとおりでございます。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 川上委員。 

○川上委員 ナンバー２１、償還金、利子及び割

引料と、長期債利子償還金、その次に一時借入金

利子と書いているのですけれども、一時借り入

れ、何回でどのぐらいの額を借りたかというの

と、借入先を決めるとき、どのような方法で借入

先を決定したかということと、財調とかの基金か

ら一時的に借りられない大きなものだったのかど

うか、その辺、お願いします。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 この償還金、利子及び割引

料の中の一時借入金の利子ということでございま

す。件数については２５件で、金額が１４３万

４,８５６円でございます。これは当町が保有す

る基金の一時借り入れになりますので、金融機関

から借りているということではございません。 

 以上です。 

○長谷川委員長 川上委員。 

○川上委員 金融機関で借りているわけでないと

いうと、どこから借りているの。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 当町が保有している基金の

借り替えということでございます。 

○長谷川委員長 川上委員。 

○川上委員 それにも利子をつけて戻すというこ

となのですか。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 制度上はそのようになって

ございます。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 次、ございますか。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー１の旅費のことをちょっと

お尋ねします。経費削減がいろいろ言われている

中で、この旅費規定というのは全然変更なく、昔
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からの規定でやられているのか。例えば、いろい

ろな金券ショップだとか、そういうところで安く

買う、もしくは個人の旅行会社とか、そういうと

ころに安い切符、宿を探してもらって実費精算を

するだとか、そういうことはされていないのか、

そのことをまず１点、お伺いしたい。 

 それから、共通様式の２で、役場庁舎、これの

清掃業務などに一括の事業として１億４,０００

万円、長期契約が出ていますけれども、この契約

の内容、要は業務の内容、どういったものが含ま

れているのかを御説明願いたいと思います。例え

ば、どこどこの清掃とかだけではなくて、こう

いった議場の中の椅子だとかカーテンだとか、そ

ういう清掃というのはその科目に入っているとか

入っていないとか、そういうちょっと細かいこと

をお聞きしたいのですけれども、説明できますで

しょうか。 

 この２点。 

 まだありました。済みません。土地の貸し付け

も俉楼課長でよろしいのでしたっけ。貸し付けも

聞いていいのでしたっけ。各課共通の土地の貸し

付け収入、建物貸し付け収入の中身の中の４３番

の建物、これ、大沼公園クリニックに建物を貸し

ている、その家賃が４６万幾らと出ていますけれ

ども、前にこれ、売るといったのが、買ってもら

えなかったという話なのですけれども、全然見直

しをしないで、そのままの金額になっているの

か、今後どうなるのか。今後の話は聞けないの

か。何か見直しとか、途中でしたのかどうか、

ちょっとそれをお聞きしたい。 

 以上です。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 まずは、旅費の規定の見直

しについてということでございます。旅費につい

ては、規定の見直しまでには至っておりませんけ

れども、例えば去年、一昨年ぐらいからの予算審

査の中で、予算をつける際に、例えば札幌とかの

出張の際には、雪が降るような前の、春から秋に

かけては公用車を使って行ってくださいというよ

うなことで、旅費の経費節減に努めているという

ところでございます。 

 続きまして、役場、文化センター、歴史館等の

清掃の関係でございます。少し細かいところの話

になるかもしれませんけれども、役場庁舎につい

ては、日勤３人に来てもらって清掃するだとか、

年間３回、ワックス塗布をするだとか、ガラスの

清掃を全体的に１年に１回する、カーペットの清

掃も１年に１回するというようなところでござい

ます。これは役場のところになってございます

が、そういうところを、あとは文化センター、歴

史館と、また、見晴公園のトイレの清掃などもご

ざいますが、役場の所管する施設の件については

そのような業務をしているというところでござい

ます。 

 続きまして、建物の貸し付け収入の資料で提出

いたしました４３万円の大沼公園クリニックの件

でございます。今の契約は、今年度、令和２年度

いっぱいの契約ということでございます。建物な

ので、何回かは契約のときに建物の減価償却等も

含めて金額は調整というか、実勢価格というか、

そういう価格で整理をしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 平松委員。 

○平松委員 まず、旅費なのですけれども、私が

聞きたかったのは、今、公用車などで交通費を浮

かそうということはやっていると。例えばチケッ

トを買うにしても、どういう買い方をしているの

かをちょっと聞きたかったのですよね。個人の旅

行会社などで安いチケットを手配してもらうだと

か、そういうことをやっているのかどうか。それ

と、実費精算みたいなことは考えていらっしゃら

ないのか。大分前に聞いたときには、事務仕事が

煩雑になるので、例えば札幌へ行ったら１日幾

ら、交通費はこれだけという、そういう規定を設

けてやっていきますというのは、何年も前の話で

すけれども、答弁いただいたことがあるのですけ

れども、今もそれは変わっていないのかというこ

とをちょっと確かめたい。 

 それから、庁舎の維持管理というのですけれど

も、どういう判断で、例えば、さっきも言いまし

たけれども、ここのカーテンだとかここの椅子が

汚いなどという話は契約外、どこまでがマルゼン

システムさんの範囲になっているのか、その詳細
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なものというのはあるのですか。ここの絨毯は年

に１回で、あそこのガラスは年に２回でとか、細

かい項目があるのかどうか、それを聞いたつもり

だったのですけれども、設備的なものというのも

入っているのですか。例えばエアコンだとか、そ

れから、雨漏りなどが天井裏で起きているのです

けれども、例えばそういうことは、雨漏りしてい

ますよと役場に報告して終わりなのか、自分たち

がある程度受けてやるものなのか、そこら辺の契

約内容、もう一度お願いします。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 まず、旅費の件でございま

す。現在は、例えば札幌の場合には、札幌日帰

り、往復のＪＲチケット、切符代と、１泊幾らと

いうことで、それは規定をつくってございますの

で、それで旅費を支出して、個人でチケットを

買っていただくというようなものでございます。

それは以前から同じような体制でやってございま

す。 

 実費精算の話もございます。今、札幌に行く際

も、札幌の宿泊費等も上がっているということか

ら、そこら辺は、実費精算を考えたときに、どう

していくべきかと、金額の想定もしながら、今後

検討していかなければならないのかなというとこ

ろで考えているところでございます。 

 続いて、役場の庁舎管理費の件でございます。

細かく仕様書ということでつくってはいるとこ

ろ、その仕様書に沿って清掃をしていただいてい

るところでございます。その中で、雨漏りだとか

の修繕のお話がございましたが、報告を受けた中

で、マルゼンさんに確認してもらって、そこまで

は委託の内容であると思いますけれども、少額の

修繕とかということでお願いをしているわけでは

ございませんので、そこら辺はお話をして、金額

がかからないものであればお願いは今もしてやっ

ていただいているものも実際はございます。た

だ、部品交換だとかお金のかかるものについて

は、町の修繕費、庁舎管理費のほうから支出をし

ているということでございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 平松委員。 

○平松委員 換気の能力だとか、空気の、ほこり

の量なのかな、測定をして歩いているのも、あれ

はマルゼンさんに入っているのですか。消火器が

ちゃんと動くかとか。あれは設備だから違うね。

空気だ。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 ちょっとうろ覚えですけれ

ども、違う業者だったような気がします。 

○長谷川委員長 平松委員。 

○平松委員 １億４,７００万円という大きな契

約金額で、内訳も、ある程度は今お聞きしました

けれども、今ちょっとすぐ資料を出してくれと

言ってもわからないと思うのですけれども、後日

でもいいですから、内容、困らない範囲で出せる

ものはあるのでしょうか。契約の中身ですね。マ

ルゼンさんがどういう業務をどこまでやるのかと

いうことがわかる資料というのを見せていただき

たいのですけれども、可能ですか。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 後日、対応いたします。 

○長谷川委員長 中島委員。 

○中島委員 不用財産の売り払い、この件につい

て、私、資料請求したものですから、ちょっと質

問させていただきたいと思いますけれども、令和

元年度はとりあえず３件の売り払いができたと。

大体１,６００万円ちょっとですか、売れたとい

うことですけれども、これはどれだけ元年度の財

源に貢献されたのか、その辺はちょっとわかりま

せんけれども、３件売れたということで、いいの

かなと感じますけれども、それと、やはり今回の

監査委員の結果の意見書の中にも、やはり来年度

の財源確保には、どうしてもやはり不用財産の売

り払いが大事なことだと、重要なことであるとい

うようなことを申し上げているわけですけれど

も、ここに出されている遊休地、これもやはり売

買の対象になっていると思うのですけれども、こ

れは相当な数ありますけれども、これは全て売買

対象になっているのか。金額的には、期末簿価と

いいますか、金額は出ているけれども、この金額

を目標にしていいのかどうなのか、この１点と、

全てが売却可能な土地なのか、そういう識別はさ

れているのかどうなのか、売れないものもあるの

かどうなのか、その辺、ちょっとお聞きしたいと



－ 20 － 

思いますけれども。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 資料の４で出させていただ

いたものは町の遊休地の一覧ということで、総務

財政課が所管している普通財産の一覧ということ

でございます。５ページにわたって全筆で１７３

筆の土地がございますが、この中で、期末の簿価

と書かれているのが、町有地ですから、これは固

定資産税はかかっていないわけですけれども、固

定資産税をかけるとしたらの見込みで固定資産税

の評価額がこのぐらいだよというような中で、簿

価になっているところでございます。いろいろあ

りますけれども、これを全部、例えば町として販

売しますよと言っても、買っていただける方がい

るかどうかというところになってございます。市

街化区域内の土地であれば、住宅を建てたりとい

うことで、利用価値があるのかもしれませんけど

も、例えば４ページだとか５ページ、東大沼の３

０番地だとか３１番地というのは、駒ヶ岳の裾野

の小田急ユートピアだとか緑の村のところの土地

も多く含んでございます。こちらは、多分、民間

で持っていらっしゃる方も、売りたくても売れな

いというところが多いということから、これがそ

のまま将来、町の歳入になる、お売りすることが

できるかどうかというのはなかなか疑問なところ

でございます。ただ、この中にあっても、先ほど

申し上げましたとおり、売れるところもあります

ので、そこら辺はしっかり土地の状況を確認しま

して、売買できるものは、町として使わないとい

うことの前提に立ちますけれども、そういうとこ

ろは売却を進めてまいりたいというふうに思って

ございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 中島委員。 

○中島委員 １７３筆ということですけれども、

今言われましたように、売れるところはやはり全

て売っていきたいというようなお話でしたけれど

も、やはり監査委員も言われているように、来年

度も非常に厳しい財政になるということはもう目

に見えているところでございまして、やはりこの

不用財産につきまして、町としてもやはり積極的

に力を入れて売買をしていく。今年度の３件では

なくて、やはり５件も１０件も売れるような対応

をしていただきたいなというふうに思うのですけ

れども、いずれにしても、来年度のことを考える

と、ちょっと頭が痛いところですけれども、いず

れにしても、税収、または地方交付税なども減っ

てくるのはもう確実、目に見えているところでご

ざいまして、やはりそういうことを考えると、や

はり監査委員が言われているように、土地の財産

の売買、しっかり力を入れてやっていただきたい

というのと、利用税、使用料、利用料、そういう

ものもしっかり考えながら、少しでも財源を増や

していただきたいなというふうに思っております

けれども、その辺、またもう一度お願いいたしま

す。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 令和元年度の決算認定のお

出しする土地の売却件数としては３件という実績

でございます。ただ、今年度についても売却をし

ているところもありますし、まさに売却に向けて

進めているようなところもございますので、今後

も収入の確保については努力してまいりたいと

思ってございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 ほかにございますか。 

 上野委員。 

○上野委員 二、三ありますので、ナンバー３の

文化功労賞、審議会委員報酬という形で２万８,

４００円という金額なのですけれども、これは１

名の文化功労賞、審査委員に対してのあれだと思

うのですが、文化功労賞ともなれば、町の文化活

動に十分精通した人が審査委員として参加すべき

だと思うのですが、この場合の功労賞の民間の人

だと思うのですけれども、それはどんな方なの

か。 

 それから、もう一つ、この文化功労賞を審査す

る委員会といいますか、それはどんな構成になっ

ているのか、それについてちょっと教えていただ

きたいなと。 

 二つ目は、ナンバー４です。ナンバー４では、

会計年度任用職員制度の導入支援委託料という形

なのですけれども、この会計年度職員制度という

のはどういうものなのか、ちょっと余りよく把握
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していないので、教えていただきたいのと、それ

から、委託料という形でやっているということで

すので、この３３１万円という金額は、どういう

委託なのか、その辺についてちょっと説明いただ

きたいなと。 

 それから、ナンバー７です。行政改革推進委員

会委員報酬、これも４万９,７００円というこ

と、これも１名の部分だと思うのですが、町の行

革の委員会といいますか、その中にこういう民間

の方を入れるということだと思うので、その辺、

どんな方を想定してこういうあれをしたのか、そ

の辺について伺いたいと。 

 それから、要求資料で出していただいた、町の

正職員、非常勤職員の内訳をいただいておりま

す。全体では２７２名ということなのですけれど

も、そのうち非正規という形では約９８名、これ

は再任用を含めて９８名ということで、職員のう

ち３６％が非正規というような数になっておりま

す。 

 そういう中で、民生部だとか土木課、学校教育

などで主に非常勤が多く雇用されているわけです

けれども、正規でなくて非常勤でこのような人を

雇用するということの町の考えについて、どうな

のか。３６％というのは非常に私は多いのではな

いかというふうに思うのですが、その辺について

ちょっと説明をいただきたいなと。 

 以上です。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、１点目、表彰事

業の委員報酬の件でございます。２万８,４００

円の支出があるということでございます。これは

審議会委員の委員５名いらっしゃるのですけれど

も、この開催したときには４名の参加で、７,１

００円の単価となっておりますので、４名分で２

万８,４００円というところでございます。 

 文化功労賞の審議会委員さんにつきましては、

町内会のほうから来ていただいているだとか、商

工会の代表の方に来ていただいたり、社会福祉の

関係の方から来ていただいたりということで、民

間の方５名で組織をしている委員会でございま

す。 

 続きまして、資料の共通様式の４ページ、会計

年度任用職員制度の導入の関係の御質問でござい

ます。この事業の右のところにある１３の委託

料、これは会計年度任用職員制度導入支援委託料

等ということになっておりまして、複数の委託料

を合わせて３３１万５,０００円ということでご

ざいます。実際、会計年度任用職員の制度導入支

援事業、委託料としては１０２万６,０００円の

支出ということでございます。これは今年の３月

の議会で条例を議決いただきました。その条例だ

とか規則、また、七飯町の制度を作り上げるとき

に、その制度の作成に対して支援をいただいてい

る、その業務の委託料というところでございま

す。会計年度任用職員と申しますのは、今まで臨

時職員だとかというような名前になってございま

したが、国のほうで、地方公務員制度、地方公務

員法が改正されまして、非正規職員を会計年度任

用職員ということで制度化したことによって、七

飯町もその制度を作り上げたというものでござい

ます。 

 続きまして、行革の推進員のメンバーになりま

す。報償費、ここでは４万９,７００円というこ

とで、これについても、単価が７,１００円掛け

る７人分ということでございます。メンバーとし

ては、町内会の代表者の方だとか、商工会、教育

委員の代表者、社会福祉関係の代表者と、町民７

名からなるメンバーとなってございます。 

 最後、役場の職員の正職員、非常勤職員の数

で、非常勤職員の数が多いのではないかというと

ころでございます。私ども、長年、行政運営して

いく上で、職員数もかなり絞った中で行政運営を

してきたということでございます。本来、正職で

やっていくべきところもあるのかもしれませんけ

れども、少ない経費で最大の効果を生かすという

ところで、この非常勤職員のお力も借りていきな

がら行政運営をしてきたところでございます。そ

れは今後もその流れはこのまま行かざるを得ない

かなというところで思ってございます。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 ほかにございますか。 

 平松委員。 

○平松委員 先ほどお聞きしました土地の貸し付

け収入のところで、例えば町の工事をする業者が
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現場事務所を町の土地に建てる、そういう場合と

いうのは、こういう貸し付けの対象にならないと

いう考えなのでしょうか。そこをちょっとお聞き

したいのですけれども。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 町の土地を貸すときに、こ

れでもありますけれども、４の共通様式で出した

総務財政課の４３件のうち、３８番については、

これはトンネルの工事に対して町有地をお貸しし

て、これだけの貸付金をいただいているところで

ございます。町の事業を行う際には、設計の中

で、町が貸せるという状況であれば、そういうよ

うな応分の負担をマイナスにしてそこら辺をやる

ということも進めてございますので、設計上でそ

れが借地もあるのであれば、借地は町としてとる

こともあるかもしれませんけれども、今、そうい

う形で実施、行っているところでございます。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 中島委員。 

○中島委員 済みません、もう１回お願いしま

す。資料のナンバー９、庁舎管理費なのですけれ

ども、１３節の委託料、これは施設管理委託料等

となっていますけれども、３,３６０万円、この

中には庁舎内の清掃業務委託料も含まれているの

かどうなのか。含まれているのであれば、清掃業

務委託料はこのうちのどのぐらいを占めているの

か、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 それと、業務の委託料の決め方、これは入札な

のか、随意契約でやられているのか、その辺、

ちょっと教えていただけたらと思うのですけれど

も。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 庁舎管理費の中の委託料と

いうことで、３,３００何がしの金額になってご

ざいます。その中で、庁舎清掃業務委託料として

は１,７００万４,０００円の支出でございます。

業務委託ということで、町の取り決めの中で、３

年に１回、入札を行って、その次の年、２年目、

３年目は随意契約ということで行ってございま

す。 

 以上です。 

○長谷川委員長 中島委員。 

○中島委員 私はよく金額的にはわからないので

すけれども、庁舎内の清掃だけで業務委託料だけ

で１,７００万円お支払いしているわけですけれ

ども、これが高いのか安いのか、私たちはよく見

当がつかないのですけれども、これはやっぱり平

均的な値段というのはこういうものなのですか。

その辺、ちょっと教えていただけませんか。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 今、実際、委託をしていた

だいている業者のほうとはずっと長年のつき合い

になっていますけれども、今新たに清掃業務をす

るとしたら、この金額でできないということで言

われてございます。それは、働く方もなかなかい

らっしゃらなくなったというか、民間の、例えば

函館でも、ホテルの建設のときには、そっちのほ

うに人が流れたりとかということで、人がなかな

か集まらないと。集まらないために、集めるため

にどうするかというと、人件費を上げるというこ

とになって、人件費が高くなっている。この清掃

業務自体は、やっぱり人の力によるところが大き

いものですから、そういうふうに業界的にもなっ

ているというところは確認してございます。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 私、実は貸し付けの土地、収入のあ

れを見ているのですけれども、資料いただいたの

を見ているのですけれども、この土地というの

は、貸し付けているのですけれども、売却という

のはする考えはないのですか、まずそれが１点。

例えば売却できないで、どうしても貸し付けに

なっているものかどうか。 

 それからもう一つ、あるところでこういう話も

聞いたことがあるのだけれども、例えば町有地で

ありながら、無断で使っている方など、これ、な

かなか言うのは大変だと思うのだけれども、そう

いう例もあるかのように聞いているのですけれど

も、その辺の押さえは、町なんかでは財産管理

上、しっかりやっているものかどうか、これが２

点目。 

 それから、３点目として、遊休地の売却、これ

はこれからの町の収入財源の大事なものだという
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ふうに言われているのですけれども、ただ、この

遊休地、先ほど総務課長の答弁の中では、例えば

一覧が出ているけれども、例えば駒ヶ岳の周辺

の、ああいう土地については売られない土地が、

資料上では出ているのだけれども、売られない土

地がたくさんあると。要するに利用価値のない土

地というのかな、そういうのがたくさんあるの

で、ただし、あの資料の中に出ている土地の中

で、売却して、例えば利用価値のあるところにつ

いては、どうなのでしょうか、ホームページ等で

売却の表示をされたりして、積極的に売却すると

いう考えを打ち出しているものかどうか、その辺

の町の行動、その辺を聞きたいなと思っておりま

す。 

 ３点。 

○長谷川委員長 課長。３点ですね。 

○俉楼総務財政課長 それでは、お答えしてまい

ります。 

 まず、土地の貸し付けしているものについて、

売却についてということでございます。私どもも

それについては、１回貸したので、そのままでい

いかということになると、そこは相手と交渉しな

がら、売却できるものは売却を進めていければと

思ってございます。 

 また、２点目、町有地、無断使用しているとこ

ろということでございますけれども、総務財政課

が所管しているところについては、そのようなと

ころはないと思ってございます。 

 また、遊休地の売却をホームページ等に載せて

積極的にということでございます。今までも土地

の状況を確認して、ホームページに載せて、公募

して売却しているところのケースは何個もござい

ます。ただ、今回お出しした４３件全部を載せて

いるわけではございません。それについては、畑

中委員おっしゃるとおり、載せても、ほしいと思

わないようなところもたくさんありますので、そ

こら辺は整理をさせていただいて、ここであれば

買ってくださる方がいるというようなところを

ピックアップしながら整理をして、ホームページ

等で載せるということも今後やってまいりたいと

思ってございます。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 全部で６点になろうかと思いますの

で、済みません、飛びますけれども、共通資料の

順番から、ちょっとわからない内容なので教えて

ほしいというレベルのものでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 まず、ナンバー１の歳入で、総務費寄附金とい

うことで、予算はないのですけれども、決算額で

５３万円と上がっていますね。この内容につい

て、ちょっと簡単に教えていただければなという

ふうに思います。 

 次が、２点目が、ナンバー５の５番目の、こち

らも歳入のところの施設電話料ということで、何

千円か上がっているのですけれども、これはどの

ようなケースで発生するものなのかなというのが

ちょっとわからないものですから、教えていただ

ければなというふうに思います。 

 それと、ナンバー７のところの、こちらも歳入

のところで、利子及び配当金で一番最後の行の公

共施設整備基金運用利子が、予算額ゼロで、決算

額６万円ということで上がっているのですけれど

も、６万円もある決算額だと、何で予算で計算で

きなかったのかなというか、その辺の理由を

ちょっと教えていただきたいのと、具体的な内容

の説明のページの２５節のところの積立金、これ

は補正でこれだけ積み立てしますよということで

決まった内容が、コロナのためとはいえ、しな

かったことに対する、特に問題がないのかどうか

と、これ、幾つかの積立金があるのですけれど

も、それぞれ費用按分して積み立てしてこれだけ

残ったのか、ある積み立てをした、１個だけやっ

て、あとは残ったのかとか、その辺のところを教

えていただきたいのと、コロナウイルスのために

積み立てをせず補正に回そうということで考えた

ということなのですけれども、そう考えて対応し

た結果、それがどうだったのか、どう利用したの

かどうか、その辺のところをちょっと教えていた

だきたいなと思います。 

 それと、あとは、ナンバー２１から２２、２３

とかになるのかもしれないのですけれども、職員

の給与費の関係で、町が雇わなければいけない障
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害者とか何とかの基準がありますよね。それにつ

いて、適正な人員を雇っているのかどうか。この

項目ではないのかもしれないのですけれども、そ

のようなところをちょっと教えていただきたいな

というふうに思います。 

 共通資料では以上で、あと、今日いただきまし

た追加資料で出していただいた町債の残高推移見

込み、すぐ出していただきましてありがとうござ

いました。これに対して、実質公債比率の７年度

までの数字を出していただきまして、これも言っ

ていないのですけれども、ありがとうございま

す。ただ、この数字の出し方について、厳しめに

見ているのか、あるいはぱっとならした数字なの

か、そこのところをちょっと説明をいただければ

なと思います。 

 ちなみに、例えば町債現在残高で、２年度現計

予算の中で町債残高が１４６億４,９００万円に

なっていますけれども、去年の決算資料でもらっ

た２年度予算で見ますと、１３６億３,４００万

円とかと数字がなっておりまして、この５年間の

推移のこれからの中に、例えば思いつく中で、図

書館だとか、いろいろなそういうようなものの、

通常かかるもの以外で、トピック的な何かそうい

うものを入れた数字での推移なのかどうか。ちな

みに、総務課長の名誉のために言っておくけれど

も、０７年度のやつは、今回の数字は１１５億円

ということで、一般質問の答弁で答えた数字にな

るという形になっていますけれども、それは昨年

いただいた資料だと１２５億円という数字の資料

でございますので、それよりもさらに減るという

状況ですよね。ですから、その辺の数字の出し方

についてちょっとコメントをいただきたいのと、

要求はしなかったのですけれども、財政指標とし

て実質公債比率、ずっと悪化というか、ポイント

はそんなに大きくないのですが、悪化していると

いうこの数字があって、令和６年度の計画で１６

％、これがピークですよということで、これは、

例えば１８％までいくと許可団体になるとか、そ

ういうようなペナルティ的な要素がある中で、例

えば町債の残高が結構増えていく中で、この数字

だけが増えるというのは、町の収入が減ると見て

いるのかどうか、そこのところを知りたいのと、

何かちょっと違う要因があったら、この数字が上

ぶれする可能性があるのではないかとか、その辺

の担当部としての、これからどうしようかとい

う、その心構え的なものをちょっと教えていただ

ければなと思います。 

 以上です。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 済みません、数が多くて、

最初のやつを忘れてしまいました。答弁漏れが

あったら御指摘いただきたいと思います。 

 まず、事業番号１番の、一般管理費の中の総務

費給付金の５３万円の内訳ということでございま

す。件数は２件ありまして、一つ目が、ばんだい

号の慰霊碑の管理費ということで、去年の７月３

日のばんだい号が遭難された日にちに、空港会社

で来ていただきまして、３万円、寄附をいただい

てございます。 

 また、もう１件は、５０万円の寄附をいただい

ているということで、函館管内のハウスメーカー

が５０周年記念があったということで、七飯町に

も何件かおうちを建てられたということで、そう

いう関係がありまして、５０万円寄附していただ

いたということで、合計５３万円でございます。 

 続いて、５ページ、一般管理費の共通経費の私

用電話料ということでございます。こちらにつき

ましては、役場に公衆電話をつけてございます。

その分の歳入、収入ということでございます。 

 公共施設整備基金の運用利子でございます。こ

の条例につきましては、昨年の６月１日に新しく

公共施設基金ということで創設されたものです。

土地開発基金と新幹線の整備基金を合わせて公共

施設整備基金ということで創設してございます。

そのため、当初予算には計上していないというと

ころでございます。 

 続きまして、職員の雇用の関係でございます。

障害者の雇用ということでございます。今現在、

障害者の方、３名雇用していることで、国による

雇用率というのは達成しているというような状況

でございます。 

 続きまして、町債の残高の関係でございます。

実質公債費比率等についてになりますけれども、

この推計ですけれども、歳入歳出、厳しくして、
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そのバランスを保っていきながら、この数字を満

足していくというか、達成していくというところ

の金額でございます。非常に数値としては厳しい

ところで数値を作成させていただいているところ

でございます。 

 答弁漏れはありましたでしょうか。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 １点、答弁漏れというか、僕の聞き

方が悪かったのかもしれないけれども、ナンバー

７の積立金で、８,５００万円、不用額になっ

た、基金積立額、これの補正予算で決めた内容に

ついて、コロナウイルス禍とはいえ、そのように

しなかったので、それでいいのかということと、

実際、積立金の配分を、何かたくさんあるような

のですけれども、按分してあれしたのか、どこか

まとめてあれしたのか、そこのところをちょっと

教えていただきたいのと、コロナ対策のためにし

なかった、それが結果的にどういう、助かったの

かとか、実際、使わなかったとか、その辺のとこ

ろの結果を教えていただければなと思います。 

 以上です。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 大変失礼いたしました。 

 今までも説明してきましたけれども、３月の補

正予算時には１億１,０００万円ぐらい、基金積

み立てしますよということで、補正予算の議決を

いただいているところでございましたけれども、

実際、積めなくてというか、コロナ対策に使う算

段もございましたので、その結果、基金として積

んだのがここにあります１億２５万何がしの金額

でございます。ここにある基金積立金のものとし

ては、財政調整基金だとか減債基金、活力のある

まちづくり基金と、いろいろありますけれども、

平均したのではなくて、それぞれ金額を想定し

て、例えば財政調整基金であれば７,５００万円

積んだとか、減債基金が４１万７,０００円積ん

でいるだとか、そういうような形で、目的別に振

り分けをしているということでございます。これ

を基金として積み立てしなかったことによって、

令和元年度の決算時に１億２,０００万円程度の

繰り越しができてございます。半分は基金に戻し

ましたけれども、６,０００万円以上、令和２年

度の、これまでに補正予算等で使うことができる

財源として持ててございます。その中で、例えば

６月とか４月のコロナの関係で補正予算したとき

も、財源、これに充てておりますし、今回、９月

にも、一部、財源に充てているところでございま

す。そういうのに、緊急にコロナ対策、コロナ対

策以外にも補正予算ありましたけれども、そうい

うのに活用できているというところでございま

す。 

 以上です。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 今の追加の基金のやつについてはよ

くわかりました。 

 １点だけ、町債残高と実質公債比率の関係で、

去年いただいた資料と今年で、ちょっと金額が大

幅にアップしているわけですよね。これは予想な

ので、誰がいいとか悪いとか、そういうことでは

ないのですけれども、こういうものは悪いほうに

上ぶれするというようなことで、例えば先ほど

言ったとおり、令和２年度の、今出していただい

た資料では１４６億４,９００万円、残高ですよ

と言っていたのが、去年いただいた資料では１３

６億円ですから、１０億円も違うわけですよね。

そういう意味で、徐々に７年度の、ここに出てい

る５年後にはおさまるような形になっているので

すけれども、何か大きな図書館とかそういうよう

なことをやると、もうちょっと上ぶれするとか、

そういう要素が込められている数字ではないのか

と。あるいは、必ずこの数字を達成しようという

意気込みがある数字なのか、そこのところを、見

込みなので何とも言えないし、コロナよりももっ

とすごいことが起こるかもしれないので何とも言

えないのですけれども、そういうときには我々も

この数字でどうだなどと言いませんけれども、

ちょっと１年だけで見込みがこんなに変わるとい

う、その辺のところで財政担当の課長としてはど

う考えるのかというところを、今回、我々に出し

た資料が結構きつめで、このとおり推移すること

が見込まれると自信を持って言えるのかどうか、

そこのところを、いろいろな要素がまだあって、

これよりもさらに上ぶれする可能性さえあるのだ

よというような、よくわかりませんというような
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ことなのかと思うのですけれども、その辺のとこ

ろをちょっとコメントいただければと思うのです

けれども。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 これを作成した際には、当

然、去年つくった資料とも見比べながら、ただ、

さっき若山委員おっしゃったとおり、現状の予算

でも町債の現在高が上がっているというところ

で、少し厳しく計画をつくっていかなければ、こ

の財政指標が改善されないというところでござい

ます。図書館等については、今、町がつくった計

画の中では、建設事業も８億円ぐらい、毎年度想

定しておりまして、補助事業も５億円、それ以外

も３億円ということで積み上げをしているところ

でございます。ただし、図書館がいつから、どの

ぐらいのボリュームで始まるかというようなとこ

ろの大枠の金額も確定してございませんので、そ

れらが金額がはじかれた際には、こちらのほうに

どういう形でのってくるかというところがあると

思います。あとは、諸事情、いろいろコロナウイ

ルス関係でも、どれだけ伸びて、歳入が減ってい

くのか、歳出が増えるかというところも予断が許

さない状況だと思ってございますけれども、それ

らを含めましても、少し手堅くというか、厳しい

ところで行政運営していかなければならないとい

うところで思っているところでございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 最後に一言だけ言わせていただいて

終わりますけれども、町債残高は特にどうこう規

定されているものはないのですけれども、実質公

債比率というのは公表すべき比率として上がって

おりまして、それが仮定の数字としても１６まで

いきそうだよというのは、ちょっとこれは我々と

しては安全率からいくと、ちょっと厳しいのかな

と思いますので、何とか改善していただきたいな

と思うのですけれども、もう一度そこのところに

ついてコメントというか御意見を聞かせていただ

ければと思います。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 令和元年度が１１.４％と

なってございます。これからも数値として上がっ

ていきますけれども、これは去年、おととし借り

たやつの償還とかもこれから始まってくるという

ことと、実質公債費比率というのは３か年の平均

になってございますので、どうしてもピークが令

和６年度ぐらいにこのぐらいになってしまうとい

うところでございます。ただ、今後、いかに起債

を少なくしていくかというところで、金額を落と

してまいりたい、この数値を少しでも改善するよ

うにしていきたいというところで考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 ほかにございますか。 

 坂本委員。 

○坂本委員 共通様式の２２番、職員の給料の関

係でございますけれども、職員の給料の適正化と

いうことで、数年前から人事評価制度を取り入れ

てやっていると思いますけれども、現在も進んで

いると思いますけれども、その規定とか方法とい

うのは、今現在、どういう方法に、人事評価制

度。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 人事評価につきましては、

数年前から入れておりまして、職員の能力開発、

また、適材適所に配置していただくということ

で、人事評価をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 坂本委員。 

○坂本委員 今、課長がおっしゃった、そういう

規定を設けてやっているということか。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 人事評価は、国でも市町村

に導入しなさいということになってございますの

で、それに沿ってやっているところでございま

す。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 坂本委員。 

○坂本委員 ２５番の共通様式の、職員の研修の

関係でございますけれども、うち、正職員が１０

０名以上いるわけですけれども、今年度は１２０

万円ぐらいの研修であったのですけれども、現

在、この職員の研修はどういう方法で、どういう

規定なりそういうものを設けてやっているのです
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か。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 職員の研修につきまして

は、市町村職員研修センターと、北海道でもある

のですけれども、そこで各市町村職員が実行しや

すい、こういうのが今、地方自治体で問われてい

るだとかというのを、いろいろメニューがござい

まして、そういうものに参加するだとか、また、

渡島町村会というところで初級職員研修、役場に

入って１年目、２年目の方を対象とした研修、ま

た、中級職員研修、五、六年ぐらいした職員向け

の研修等を行っているところでございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 坂本委員。 

○坂本委員 １年に何名とか、人数をきちっと決

めてやっていないのですか。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 大体予算というのは例年こ

のぐらいの金額の中で、例えば職員も順番に研修

に行っていただくというような順番を決めており

まして、その職員に合った、今のその職員の業務

等で必要な研修だったり、これからの職員として

必要な研修だったりありますので、そういうのを

選んで職員を研修に出しているというところでご

ざいます。 

○長谷川委員長 坂本委員。 

○坂本委員 そうしたら、１年に何名とか、人

数、そういうものは決めないで、漠然とやってい

るということか。 

○長谷川委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 予算的にはこのぐらいの金

額で、実績として、令和元年度は１５名の職員を

派遣しているということでございます。 

○長谷川委員長 坂本委員。 

○坂本委員 令和元年度は１５名、その２年前

は、２９年、３０年。 

○長谷川委員長 わかりますか。前の年の２９

年、３０年。 

○坂本委員 それは後で教えてくれれば。 

○長谷川委員長 課長、後で書面で報告してくだ

さい。 

○長谷川委員長 坂本委員。 

○坂本委員 年間に、金額は別としても、町とし

て、研修する人数とかそういうものは、その年、

その年で漠然と決めているのだね。例えば、普通

だったら、年に１０名なら１０名、来年もそうい

うことで計画を組んで職員教育を図るということ

で、他の企業はみんなそうやっているのですけれ

ども、七飯の場合は、そのときに当てはまったと

いうか、今、課長の説明であると、そのときに

よって合った研修があったときに、それにふさわ

しい職員を当てるというような説明であったの

で、年に何名とかという、そういうきちっととい

うか、ある程度の人数を決めて予算を組むという

ことでないのだね。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 答弁が悪くて大変申し訳ご

ざいません。大体が、渡島町村会のやつであれ

ば、函館だとか森の、今年はできていませんけれ

ども、グリーンピアで初任者研修を行っているだ

とかということで、大体金額は想定できます。ま

た、大体市町村研修センターというのも、札幌で

研修をやりますので、大体旅費は想定できてござ

います。なので、先ほど１５名と言いましたけれ

ども、例年そのぐらい行っている感じになって、

例年そのぐらいの人数を派遣しているということ

になってございます。職員、順番に行きますの

で、この職員にはどういう業務が必要か、どうい

う研修が必要かというのは、いろいろなカリキュ

ラムというか、メニューの中でたくさんあります

ので、その中から選んでいるということでござい

ますので、適当に選んでいるとか、予算の範囲内

で適当に人数を派遣しているということではなく

て、予算の金額はございますけれども、その中

で、最大限、職員がよいと思われるものに対して

職員を派遣していると。それは順番になっており

ますけれども、そういうことで進めているところ

でございます。 

○長谷川委員長 部長。 

○釣谷総務部長 私のほうから補足的に説明を加

えさせていただきたいと思います。 

 今、課長のほうから説明あった、職員何年目と

かという、ある意味、何人対象がいるかわかるよ

うなものというのは、大体そこで把握はできるの
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ですが、そのほかに、専門職といいますか技術職

といいますか、そういうところで、さらには職員

のスキルアップ、そういうスキルアップをするた

めの研修というのは、わりと必ずあるとは限らな

いような研修とかが実はあるのです。とても有意

義な研修がその年におりてきたりすることがあり

ますので、どっちかというと、そういう部分に関

して、必ず決まって研修があるものについては担

当のほうからも予算時期に要請があったりとかし

ますから把握はできるのですけれども、そのほか

にそういう、その年になってから出てくるカリ

キュラムがあったり、ぜひこの研修を受けてスキ

ルアップを図りたいというところがあれば、そこ

は逆に協議をして、職員の研修費のほうを持って

いるところと協議をして、では１人、それを出し

ましょうとかというところをある程度柔軟にこな

せるように、ざくっと持っているというとちょっ

と語弊があるのですけれども、そういう意味で

は、研修費については多少幅を持った研修費を

持っているというふうに理解していただければな

と。特に東京だとか、そういうところで研修があ

るなどというと、行っておいでと簡単に言えな

かったりするケースもありますので、そこは予算

と見合いながら、職員を研修に出しているとい

う、決まりきっている研修のほかにそういうもの

も実際にあるということで、たまたま結果的には

１５名という結果ですけれども、そういうふうに

研修を行っているということで御理解いただけれ

ばなと思います。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

 中川委員。 

○中川委員 今の２５番の研修費なのですけれど

も、私もこれを聞こうと思っていたけれども、

今、いろいろ答弁されていたのですけれども、今

の答弁を聞いていますと、専門的な研修に行かせ

るというようなとらえなのですけれども、それは

それでいいのですけれども、一般の、専門的なカ

リキュラムとかではなくて、本会議のときにもあ

りましたけれども、例えば職員の行動といいます

か、一般の民間企業で言ったら接客のやり方だと

か、ここは接客という言葉は合っているかどうか

わかりませんけれども、一般の方々とのやりとり

だとか、そういうような本当の一般的な研修とい

うのはやっていないのですか。 

○長谷川委員長 課長。 

○俉楼総務財政課長 研修の仕方として二通りが

あるのかなと思ってございます。個別の職員を研

修所に派遣して研修していただくという方法と、

今、中川委員おっしゃったようなものについて

は、職員がみんなが研修できるようなものを用意

していくというところがあるかなと思ってござい

まして、なかなか職員一堂に会して研修会という

のはここ何年かできていないのですけれども、今

年の９月、１０月には、ちょっと業務の仕事の仕

方を見直しするのに、そういう研修をちょっとし

てみたいなと思っているところでございまして、

毎年そういう職員の、今おっしゃった接客だと

か、応対だとか、職員も勉強しなければならない

ものについては、そういうことで、グループで

やっていけるようなものはそれで取り組んでまい

りたいと思ってございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 中川委員。 

○中川委員 わかりました。そういう専門的なも

の以外についてはそういうふうにやっていくとい

うことだったと思いますけれども、ぜひそれも進

めて、今後やっていただきたいと思いますけれど

も、１５名をというので、毎年ある程度専門とい

うか、分野での１５名程度ということですけれど

も、やはりこれ、職員が１７０名くらいいて、１

５名といったら、１０年くらいかかりますよね、

一回りするまでに。だから、その辺の１５名とい

うようなことでなくて、もうちょっと町として全

体的にスピード感を持って職員のレベルを上げる

というふうになるのであれば、予算つけるときは

つけて、上げていかないとならないと思うのです

けれども、そこら辺、どうですかね。 

○長谷川委員長 ちょっとお待ちください。時間

が経過していますので、暫時休憩して、それから

答弁いただきます。お願いします。 

午後 ２時１２分 休憩 

───────────── 

午後 ２時２５分 再開 
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○長谷川委員長 それでは、引き続き再開いたし

ます。 

 中川委員の答弁から始めたいと思います。 

 課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、答弁してまいり

ます。 

 総務財政課で持っている職員研修費については

この予算でございますけれども、ほかの課におい

ても、その業務で必要な研修費というのは持って

ございます。ただ、先ほど私と総務部長が申し上

げたのは、単発で、他課についているものという

のは、もう来年、こういう研修に行きますよとい

うことで予算をとっているもので、突発的に、そ

の業務のため、必要な研修に、ほかの課で行けな

いものがあるときには、この職員研修費の中から

一部出しているということでございます。専門性

のあるものの研修に全てを出しているというわけ

ではなくて、主体的には七飯町職員として必要な

スキルアップ、職員として向上できるような研修

に出しているということでございます。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今、研修のことなのですけれども、

今いろいろ研修について話されていますけれど

も、研修というのは、大体渡島町村会だとか、あ

るいは道のほうの研修があると思うのですけれど

も、大体それは何日ぐらいやっているものか。何

日ぐらいということは、２日、３日とか、そうい

う期間と、もう一つは、確かに研修は大事だし、

ところが、研修した後に、各々研修された人が、

自分が研修してきた、身につけたものを、ある程

度レポートとか、そうしたものに出しているもの

かどうか、その研修の結果、いいとか悪いとか、

やっぱり様々感じると思うのですよ。そういうの

は研修の中にあるのか、研修した結果に。 

 それから、もう一つは、大体町で行っていると

いうのは、こういう自治体の関係の研修だと思う

のですけれども、ある面では、今、これからこの

社会というのはすごく民間の感覚を身につけると

いうことも大事なものだから、そういった研修も

ある面では大切ではないかなと思うのですけれど

も、今後、そういった研修に参加する用意がある

かどうか、その辺の考えをお聞かせいただきた

い。 

○長谷川委員長 畑中委員に伺いますけれども、

質問したい事項が、ナンバー２５に関連する日程

的なことと、それに対する、研修に対するレポー

トとか、そういったことを聞きたかったというこ

とですね。 

 課長。 

○俉楼総務財政課長 お答えしてまいります。 

 まず、期間でございます。渡島町村会がやる初

任者研修とかにつきましては、２日日程で今まで

やられているものが多かったと思います。令和元

年度だから、それでいいですね。二、三日です。 

 市町村職員研修センターで行われるものも、２

日ないし３日の研修のものが多いというところで

ございます。 

 あとは、研修後のレポート提出ということでご

ざいます。これにつきましては、研修だけによら

ず、町職員が出張して、そういう研修だとか勉強

会、会議とかを開催したときには、復命書という

形で、いつ、誰が、どこに出張に行って、どうい

うような会議、研修を受けてきたかということ

と、所見、その研修はどのような研修で、自分は

どう感じたか、これからどのような業務に生かし

ていきたいというようなものを復命書として提出

していただいてございます。 

 また、３番目、自治体の研修以外に民間の研修

等も必要ではないかというところでございます。

それについては、今後、そういう町職員としても

そういうような感覚が必要だということは私たち

も感じておりますので、有意な研修があれば、積

極的に参加してまいりたいなというふうに思って

いるところでございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

 副委員長。 

○田村副委員長 それでは、２点ほどお聞きした

いと思いますけれども、まず、交付税算定台帳の

資料の中で、いろいろ説明されましたけれども、
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なかなか難解な部分がありますので、要は交付税

算入の事業、これが何件、七飯町の場合、持って

いるのか、そこをちょっと教えていただきたいと

思います。 

 それから、もう１点ですけれども、ナンバー

７、先ほど同僚委員からも出ておりましたけれど

も、基金に対する積立金の関係ですけれども、ま

ず、補正が１億８,４４６万９,０００円というこ

とになっております。これのまず財源内訳を教え

ていただきたい。 

 それから、補正する主なものというのは、ここ

に書かれてあるとおりで、コロナ云々は別にして

も、不用額が８,４６２万１,１０２円という、こ

れは実に半分近く不用額としている。ということ

は、補正をしたいということで議会に議決を求め

ているのですよ、これ。それはどういう理由があ

ろうが、半分近く補正をしなかった不用額として

残しているということですよ。これは非常に不適

切な対応ではないかと私は思うのですよね。コロ

ナ対策であれば、これはこれできちっと積み立て

て補正をきちっとやって、その上で一時金も借り

る、あるいは基金、６億５,０００万円あるわけ

ですから、そっちのほうからおろして、専決処分

でやるべき話なのですよね。ですから、不用額で

８,４００万円残したから、いわゆる現金で持っ

ているから、すぐ使えるという話ではないので

す。これは必ずまた専決処分なり、それなりの手

続、手順を踏んだ中で対応していくという話です

から、まさにこの不用額、非常にこれは私は不適

切な処理でないか。これについてちょっと考え方

を、先ほど説明していましたけれども、もう一度

説明をお願いします。（「時間もらっていいです

か」の声あり） 

○長谷川委員長 暫時休憩します。 

午後 ２時３４分 休憩 

───────────── 

午後 ３時１０分 再開 

○長谷川委員長 再開いたします。 

 田村委員の質問に対する答弁から始めたいと思

います。 

 課長。 

○俉楼総務財政課長 貴重な時間を費やしてしま

い、大変申し訳ございませんでした。 

 まず、今日提出いたしました令和元年度の普通

交付税の算定台帳に対する事業数ということでご

ざいます。先ほど御説明申し上げました事業費補

正の分で８１件、その下にございます密度補正に

ついては、水道事業に関するもの１件、次のペー

ジにございます個別算定経費については１２７件

で、平成４年度以降の起債に関する事業で２０９

件ということでございます。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 部長。 

○釣谷総務部長 私からも、貴重な時間、申し訳

ございません、お詫び申し上げます。 

 先ほどの不用額、８,０００万円からの不用額

の部分につきまして、少しお時間をいただきたい

と、この部分の答弁につきましてはちょっとお時

間をいただきたいと思いますので、委員長のほう

でちょっとはからっていただけないかと、よろし

くお願いいたします。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 それでは、後日、来週になりますけれども、た

だいまの部長の答弁、もう少し時間くださいとい

うことで、来週、引き続き時間を調整して進めて

いきたいと思います。それでよろしいでしょう

か。（発言する者あり） 

○横田委員 今の部長の発言は、皆さんに問うて

くださいねと言った話でないですか。だから、委

員長一任で、委員長が決めていいですよと言った

のでないのでないのかと。皆さんに、今の言った

ことに対していかがですか、ではないですか。違

いますか。 

○長谷川委員長 来週、時間つくって、そして説

明を。いかがですかと。（「そうそう」の声あ

り）と言ったつもりでいたのですけれども、いか

がですか。よろしいですか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 質疑を再開します。 

 ほかに質疑ございませんか。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○長谷川委員長 質疑を終わります。 

 以上で、総務財政課に対する審査を終了いたし
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ます。 

 引き続き、情報防災課の質疑を行います。 

 質疑の方。 

 川村委員。 

○川村委員 共通様式のナンバー２とナンバー３

なのですが、不用額の理由をちょっと教えてくだ

さい。２番は多分コロナの関係ではないかなと思

うのですけれども、３番はどうかなと。 

 ナンバー４は、先ほど説明の中で、工事が、こ

ちらも補正予算を上げて、執行額が残っているの

ですけれども、工事が中止になったということ

で、残ったよという話だったので、わかったの

で、２番と３番の不用額の説明をお願いします。 

○長谷川委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 それでは、２番、町有バス

管理費、３番の電算管理費の不用額について説明

いたします。 

 町有バスにつきましては、一番上の公用車等も

同じ考えなのですが、２月末くらいで整理予算を

整理するのですが、予約があってから運行するも

ので、バスについては、その後、運行があった場

合に、予算を、ガソリンだとか、職員の手当等は

時間外等になりますので、それについて、もし

あった場合ということで、予算を残しておりま

す。見込み以外は整理予算で６５万４,０００円

落とさせていただいているのですが、バスに関し

ては、また、災害時の避難者の運搬ということに

ついても町有バスを使う計画もございますので、

そういう観点から残しているというふうに御理解

いただきたいと思います。 

 また、電算管理費につきましては、特に大きい

ところは使用料及び賃借料という項目なのです

が、細かい話になってしまうのですが、総合行政

情報システムといって、住民票を発行したり、税

の計算をしたり、サービスがとまってしまうと、

即座に住民に対して影響があるようなシステム

は、一般質問の答弁でも申し上げたとおり、デー

タセンター等にサーバーを置いて、専門業者さん

に管理していただいて、止まることのないように

運用しているところなのですが、職員が使ってい

るパソコンを管理するサーバー群とか、そういう

いろいろな機械があるのですが、それにつきまし

ては、そこまでの冗長性というものを持たせてお

りません。残り、年度末１か月でも、故障する場

合があるので、ただ、故障した場合に即座に対応

していかなければならない、修繕だと間に合わな

くて、以前も機械を業者さんから借り上げして、

修理の期間をもたせたという経験もありまして、

このくらいを不用額としてあえて残しておりま

す。ただ、監査委員さんからも御指摘をいただき

まして、今後は、そういう場合に関しては、予備

費などを充当して対応するのが適正ではないかと

いう意見をいただいております。そういうことか

ら、今年度以降については、そのような考えで、

不用額を生じることなく整理していきたいと考え

てございますので、御理解いただければと思いま

す。 

 以上です。 

○長谷川委員長 川村委員。 

○川村委員 ３番の理由はわかりました。 

 ２番なのですけれども、これ、今、２月、３月

の分、今回、多分、コロナでそういう予約ができ

なかったと思うのですよね。そうなったときに、

運転手さんの給与とか、当然、バスを運転するの

がメインの仕事だと思うのですけれども、その

間、どういう業務を、要は給料は満度に出ている

のですけれども、手当とか社会保険料は若干不用

額を残しているみたいですけれども、その間、ど

ういう業務内容をやっていたのか、ちょっとその

辺を教えてください。 

○長谷川委員長 課長。 

○若山情報防災課長 町有バスの令和元年度の運

行につきましては、決算の参考資料の４８ページ

に運行状況がございますので、御覧ください。委

員おっしゃるとおり、２月から３月にかけては、

３月に関してはゼロということで、コロナの影響

なのですが、１件も運行してございません。その

間、運転手の職員に関しましては、バスの点検や

清掃などを重点的に行っていただいているという

ことです。バスの運行がないときは、週３回の出

勤ということで契約している職員なものですか

ら、月、水、金と出てきて、バスの点検等を行っ

ていただいたというところでございます。 

 以上です。 
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○長谷川委員長 川村委員。 

○川村委員 今、３月は運転作業がないというこ

とで、月、火、水、週３日でという話なのですけ

れども、要は給与はコロナ前と変わっていないと

いうことですよね。ということは、その前の通常

のときも週３日で同じ給与の額が出ていたという

ことでいいのでしょうか。 

○長谷川委員長 課長。 

○若山情報防災課長 契約としてはそのような内

容となってございまして、ただ、バスの運行があ

るときには、週３日に限らず出勤していただい

て、運行していただいております。ただ、そのよ

うな契約ですので、その日数が超えないように調

整しながら休みをとっていただくというか、契約

の日数を計算しながら運行していただいている状

況でございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 川村委員。 

○川村委員 ちょっと細かい話で済みません。例

えばコロナの関係で、今、バスの業務がないとき

に、整備とか、そういうことで週３日という、実

際、１か月間をそれだけでやっていたということ

なのですか。 

○長谷川委員長 課長。 

○若山情報防災課長 実際、コロナの始まりのと

きには、やはりバスの清掃とか、最初は行ってい

たのですが、現在、この前も、やっぱり運行をと

めていたということもありまして、その後は、防

災の関係の、例えば避難所の看板がさびていたの

を直してもらったりとか、そういう防災のほうの

業務と、あとは封筒詰めの業務とかもあったりし

て、そういうのも手伝っていただいて、時間を余

して遊んでいるようなことがないように、業務を

手伝っていただいていたという状況でございま

す。それは昨年度の３月についても、バスの点検

といっても、毎日はそんなにたくさんないもので

すから、そのような事務も少し手伝っていただい

ていたというところでございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー６の福祉避難所の設備工事

のことでお伺いをします。追加資料に載ってい

る、避難所に電源を設置したと、この工事のこと

なのですけれども、発電機を設置したということ

なのですね。それと、その発電機で賄える、例え

ば冷蔵庫ですとかストーブですとか、そういった

ものに直接配線がなされた工事も含まれているの

かと、例えばこれからエアコンだとかそういうも

のが避難所に必要になってきた場合に、今設置し

た発電機で間に合うような容量のものを入れたの

かどうか、この点についてお答えください。 

○長谷川委員長 課長。 

○若山情報防災課長 それでは、福祉避難所の電

源の強化の工事の内容について御説明申し上げま

す。 

 補正予算で計上させていただいたので、その補

正予算の説明のときも説明いたしましたが、発電

機を設置するわけではなく、大型の発電機をレン

タルして、建物の外に置いたときに、建物の中に

電気がいくような切り換え盤をつける工事となり

ます。役場庁舎につきましては、役場に自家発電

機がございますので、自家発電機から電算のサー

バーだったり、それから窓口の端末だったり、あ

とは議場のほうにも電気が来るようにということ

で、そういうような工事をさせていただいており

ます。また、文化センターについても、文化セン

ター、コモン、それから保健センター、大川コ

ミュニティセンター、また、大沼多目的会館につ

きましては、大型の発電機をレンタルした際に、

建物の中で、例えば保健センターであれば、建物

全般に電気が行き渡るように、また、コミュニ

ティセンターであれば、大きなホールというか、

入り口のところのホールと体育館、あとは和室に

ついて電源がいくように、その切り換え盤と、切

り換えした後の非常用のコンセントを設置すると

いうような工事となってございます。なので、発

電機を設置したわけでなくて、発電機自体は防災

協定を結んでおりますレンタル業者さんから借り

上げをして、それを外から中に設置すると、中の

施設に電気が使えるというような工事でございま

した。文化センターについては、トイレとかが電

気がないと水が出ないとかというのもあったの
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で、トイレなどにも電源をそれから供給できるよ

うにという工事をしてございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

 上野委員。 

○上野委員 それでは、ナンバー１なのですけれ

ども、ここに総務公用車管理費とありますけれど

も、これは決算書の４３６ページから４３７ペー

ジにかけて、町の保有する公用車といいますか、

車の情報が書いてあるのですけれども、これはこ

こには７７台記載されておりますけれども、この

４１６万２,０００円というのは、この７７台全

ての管理費ということでよろしいのでしょうか。 

○長谷川委員長 課長。 

○若山情報防災課長 それでは、４３６ページを

御覧いただければと思うのですが、管理課という

ところに情報防災課となっているものがございま

す。あかまつ以下ですね。下の災害対策車までで

す。あかまつについては町有バスの管理費、それ

から、一番下の災害対策車については、資料でい

いますナンバー６の災害対策費のほうで管理、燃

料代等を支出してございます。そのほかの一般公

用車、トヨタ、エスティマというものから、プロ

ボックスについて、ナンバー１の管理費の中で

やっているということになります。ほかのもの

は、それぞれの担当課のほうで管理しているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 上野委員。 

○上野委員 ここの４３６ページに出ている情報

防災課の管理だけの数字ということでよろしいの

でしょうか。 

○長谷川委員長 課長。 

○若山情報防災課長 はい、そのとおりでござい

ます。あと、その下の税務課の日産ＡＤバンもそ

うですね。それから、子育て健康支援課の４台の

うちの２台については、情報防災課のほうでリー

ス契約した部分が２台入ってございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 上野委員。 

○上野委員 先ほど一元管理という表現が出たの

で、町の所有する車全体の管理というのは、そう

したら各課管理になっていて、一元管理という言

葉は使えないということでしょうか。 

○長谷川委員長 課長。 

○若山情報防災課長 一元管理と言っているもの

については、今言ったバスと災害対策車以外にな

ります。この車については、各課、どの課の職員

も予約して乗れるということで、あとは、担当課

が管理している車両については、専門性が高く、

毎日乗ってあるくようなもので、一元管理して

も、その課が専用的に使ってしまうような車両が

多いもので、それはそれぞれの課で所管している

というような流れとなってございますので、御理

解いただければと思います。 

 以上です。 

○長谷川委員長 上野委員。 

○上野委員 いろいろ言われて、よく理解できな

い部分があるのですけれども、要するに町が所有

する車の一元管理という管理に関して、管理して

いるのは情報防災課なのか、例えば総務課だと

か、全体的に一元管理できる、例えば車を効率的

に運用するためには、あいた車がないように運用

するという、また、そういうような管理システム

が必要だと思うのですけれども、そういう管理を

しているところはあるのですか、庁内に。 

○長谷川委員長 課長。 

○若山情報防災課長 今言いました、情報防災課

等に書いている一般公用車とかについては、職員

全員が見られる公用車の予約状況がわかるカレン

ダー状になっているシステムがございまして、そ

れによって予約とか運行の管理をしているような

状況となってございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 上野委員。 

○上野委員 情報管理で管理しているのが一元管

理というのは町全体でできていると。それ以外は

各課管理という形で任されているということでよ

ろしいのですか。 

○長谷川委員長 課長。 

○若山情報防災課長 おっしゃるとおりでござい

ます。 

○長谷川委員長 上野委員、よろしいですか。 
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 ほかに質疑ございますか。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○長谷川委員長 質疑を終わります。 

 以上で、情報防災課に対する審査を終了しま

す。 

 次に、政策推進課の質疑を行います。 

 川村委員。 

○長谷川委員長 川村委員。 

○川村委員 １問だけ。共通様式のナンバー３な

のですけれども、事業目的の１９の負担金、補助

及び交付金の２５０万円の川尻親交会活動備品購

入費ですか、２５０万円、これのちょっとまず中

身を教えてください。 

○長谷川委員長 課長。 

○中村政策推進課長 こちら、２５０万円の川尻

親交会の活動備品購入の関係でございますが、こ

ちらはコミュニティ助成事業といいまして、宝く

じの財源として助成金をいただいて支出したもの

でございますが、こちらは川尻親交会のほうで、

しばらく行われていなかった夏祭りを復活させた

いという思いの中から、祭りを復活させるといっ

た内容です。また、地域の中で、雪祭りみたいな

ものもあわせながら、高齢者の除雪体制も充実し

たい、見守りをしていきたいという中で、事業提

案がございました。それに必要な備品の購入とし

まして、まず、お祭りの関係といたしましては、

音響設備、太鼓ですとか、ステージ、冬のために

は除雪、高齢者の除雪体制だとかをしたいという

ことで、２５０万円の備品購入をしているところ

でございます。実際に８月には夏祭りを行われま

した。２月に雪祭りといいますか、雪中運動会を

予定していたのですが、そちらは取りやめになり

まして、実際は体育館の中で運動会を実施したと

いうところでございます。そして、除雪機も地域

の中で使われていたということで確認をしている

ところでございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 川村委員。 

○川村委員 これというのは、ここだけを、今

回、宝くじの申請を上げたものなのか、例えばほ

かの地域に関しても同じようにこういうのを上げ

ていて、最終的にここだけが要は当選したという

話なのか、ちょっとその辺、教えてください。 

○長谷川委員長 課長。 

○中村政策推進課長 まず、申請につきまして

は、ここだけしか声はありませんでした。ただ、

実際、これは申請を、例えば七飯町が１件を出し

たからといって、確実に毎回もらえるような性質

のものではなくて、実は私どもも、今回、補助金

をいただけてよかったというくらいのものでし

て、実際、ほかの町村とも取り合いみたいなよう

な状況のところでございます。状況といたしまし

ては、１件の申請があって、１件、進達をしたと

いうような内容になってございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 川村委員。 

○川村委員 これは、そうしたら町内会のほう

で、こういうのをやりたいので、宝くじの申請を

お願いしますというふうに持っていったものなの

か、それとも町が、こういうのがあるので、これ

でやってみますかという話なのか、ちょっとその

辺は。 

○長谷川委員長 課長。 

○中村政策推進課長 こちらの川尻親交会での申

請に至った経緯でございますが、この申請をする

何年も前なのですけれども、出前町長室におい

て、地域で何かをやりたいという御意見がござい

ました。その中で、町としては独自に町の費用で

支援するということよりも、こういう事業もあり

ますよということでお知らせをしていたというと

ころで、ただ単純に備品が欲しいだとかというこ

とではできませんので、その地域のほうでこう

いったことをやっていきたいというような内容の

提案があったという流れでございます。その提案

がコミュニティ助成事業の採択を受けられたとい

うような内容でございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 川村委員。 

○川村委員 そうしたら、今後の話になって申し

訳ないのですけれども、今後もそういうような要

望があれば、こういう形で申請するのは可能とい

う判断でいいのでしょうか。 

○長谷川委員長 課長。 

○中村政策推進課長 今後、当然、８月から９月
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くらいにかけて要望を取りまとめてございます。

現在、七飯町のほうでもホームページに載せてご

ざいますが、そういった声があれば、企画、立案

をされて、相談をしていただければ、それは内容

を見定めて、進達していくことというのは可能で

ございます。ただ、このルールとして、七飯町か

ら上げられるのは１件でございますので、その部

分を、町として、これがいい、これが悪いとかと

いう判断はなかなか難しいものですから、複数、

そういった提案があった場合には、くじ引きです

とか、そういった状況によって１件を選定し、申

請を上げていくというような流れになろうかと思

います。 

 以上です。 

○長谷川委員長 川村委員。 

○川村委員 この金額の中で上限はあるのです

か。例えば、今回、２５０万円が上限なのか、そ

の補助金の上限がもし今わかれば。わからなけれ

ば後でいいです。 

○長谷川委員長 課長。 

○中村政策推進課長 このコミュニティ助成事業

ですけれども、実はさまざま種類がございます。

例えば自主防災組織の育成だとか、文化の関係の

助成金ですとか、私どものほうで、今回、この部

分で出ているのは、地域のコミュニティという部

分のところで申し上げますと、２５０万円が上限

ということになっております。あと、ほぼほぼ採

択されにくいというのがあって、例えば地域の会

館の建て替えだとか、そういったのもあるのです

が、ちょっとその部分は、済みません、金額が

はっきりしておりませんので、現在、答弁はでき

ないところでございます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 次に質疑ございますか。 

 若山委員。 

○若山委員 この形式要件ではなくて、追加資料

でお願いした決算書の男爵倶楽部とダンシャクラ

ウンジの決算書の関係で、取り扱い注意というこ

となので、数字は申し上げませんけれども、親会

社のほうの男爵倶楽部は令和２年４月３０日の決

算、ダンシャクラウンジのほうは令和１年１０月

３１日決算ということで書類がありました。道の

駅の関係からいくと、ダンシャクラウンジの営業

が道の駅隣接のものだと思うのですけれども、売

上高は相当なものがあるのですけれども、    

                   ２期目

ということなので、創業的なもので、これから頑

張っていくのだという内容があるのかもしれない

のですけれども、それに対して、この会社のほう

から、今後、売り上げをもっとこういうふうに伸

ばしていくとか、あるいは経費をこうやって削減

するとか、その辺の収益対策だとか、事業継続に

向けた説明を受けているのかどうかと、あと、定

例的な業務の収益だとか、いろいろな経営の内容

について、町として把握している、ヒアリングと

かしているのかどうか、その辺についてお願いし

ます。 

○長谷川委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 まず１点目の、状況につい

て説明を受けているかということに関してでござ

いますが、今回、この決算書をいただくというよ

りも、ふるさと融資の事務手続の中で、決算が終

わりましたら関係書類、決算書も含めて提出して

くださいということになってございます。ふるさ

と融資の制度を活用して１年目なものですから、

そういったことの手続自体をわかっていないと事

務が進まないものですので、４月の３０日に男爵

倶楽部の決算がされるということでしたので、４

月中に一度、男爵倶楽部のほうに行きまして、そ

れで必要な書類を提出してくださいといった話を

させていただいてございます。その際に、コロナ

の状況もございましたので、男爵倶楽部の状況は

どうでしょうかというような話を、口頭での話で

ございますが、私どものほうもなかなか状況とし

て厳しいのではないかなという中での話でござい

ましたが、ダンシャクラウンジといたしまして

は、この苦境も想定の範囲内ですというようなコ

メントをいただいてございました。また、状況と

して、なかなかお客さんは来にくい環境でありま

すよねということに関しましては、テイクアウト

ですとか、そういった事業の見直しだとかも進め

ていかなければならないというような前向きなお

答えを伺ってございます。 

 ２点目の、経営の内容について、町として見て
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いるのでしょうかというようなことでございます

が、町といたしましては、年に一度、決算時に書

類をいただいているというところで、経営の部分

について、直接的には私どものほうでものを申す

ということはしてございませんが、ただし、今

回、このふるさと融資を活用して、道の駅の関連

エリアで、また、道の駅との相乗効果という中

で、それぞれ道の駅側とダンシャクラウンジが連

携しながらイベント等を盛り上げているという状

況を鑑みますと、合わせた、道の駅と一体となっ

た今後の活躍というところが期待されるところと

いうふうに思ってございます。なかなか経営の内

容まで町として指導だとかという部分までにはい

かないというところでございます。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 今回の決算に直接関係するわけでは

ないのですけれども、七飯町が融資をして、何か

あっても保証がついているので、全額戻ってくる

ということで、全くそういう心配はしていないの

ですけれども、ただ、道の駅との連携とか、あた

かも町が運営しているようなイメージを持ってい

る方もたくさんいると思いますし、たくさん車が

とまっているので、うまく運営されているのかな

と一瞬思っているのですけれども、       

                       

         町としても、責めるという意

味ではなくて、どういう方策で今後やっていくの

ですかと、道の駅で協力できることはないのかと

か、町が負担を負うようなことは避けなければい

けないと思いますけれども、何かこういうことが

できないのかとか、そういう意味で、来月、１０

月の決算が、コロナの影響があるのでもっともっ

と厳しいと思いますけれども、今後どのようにプ

ラスに転じていくのかとか、そこのところは十分

ヒアリングする必要が、ふるさと融資で、国から

の金を転貸するので、貸しっ放しということでは

なくて、意見を言ったり、改善策とかそういうも

のを出すなり、場合によっては決算の前で試算表

を申し受けて、どうなっていますかとか、そのぐ

らいのことは必要なのかなと思うのですけれど

も、改善する見込みとかというのは町としてお持

ちなのでしょうか。そこのところをちょっとコメ

ントをいただければと思います。 

○長谷川委員長 課長。 

○中村政策推進課長 ただいまの質問で、ヒアリ

ングだとか、もう少し充実したほうがいいのでは

ないか、また、その状況について町はどのように

考えるのかというところでございます。実際のと

ころ、ヒアリングというところまでは現在されて

いなくて、今思っているところは、例えば道の駅

との収穫祭だとか、そういった部分を一緒に共同

でやることによって、ダンシャクラウンジもあわ

せた中で、相乗効果の中で、復活といいますか、

上昇していけるような環境が整えればなというと

ころに至ってございます。 

 また、その中で、町としても財務分析等をもっ

と加えたほうがいいのではないかというところで

ございますが、まだ今のところではそこまでのと

ころのことは思ってございません。連帯保証とい

うところでの部分でまずはこと足りるというよう

なところでは思っております。ただ、金銭だけが

補塡されるからいいとかということではなくて、

峠下地区全体的な部分を考えていかなければなら

ないというところでは考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 確かに民間の事業に対してどこまで

関わるかと、一般の金融機関でもありませんし、

それはわかるのですけれども、ただ、当初の事業

計画だとか、そういうものはあると思うので、ど

のくらいの利益を上げていくのか、あるいは何年

目から利益に転換するのかとか、そういうのはあ

ると思うのですけれども、それとの差額での、こ

の決算の今の数字が当初の予定どおりのものなの

か、そのぐらいは把握する必要があるのではない

かと思うのですけれども、当初想定したよりも人

が来なかったのか、あるいは費用がかかり過ぎる

のか、その辺のところをきちっと把握する必要が

あると思うのですけれども、いかがですか。 

○長谷川委員長 課長。 

○中村政策推進課長 ただいまの当初の予定等の

話でございますが、ふるさと融資の中で、当初組
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んでいたダンシャクラウンジから男爵倶楽部への

建物の貸付料など、想定されていたものよりも、

恐らく半分くらいに減っているというような、私

どものほうでは思ってございます。ただ、それも

コロナだけに特化したものだというふうにも思っ

てございませんし、もしかしたら初年度だけの理

由だったのかもしれません。もう少し状況を見て

いくような必要もあるのかなというふうに思って

ございます。なかなかスタートした施設で、コロ

ナも相まって、なかなか経営状況が難しいという

のはわかるところでございますが、そこの部分に

ついて、まずふるさと融資の中で当初計画された

ものと、実際の状況についての把握に努めてまい

りたいというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 まだ２期目で、始まったばかりなの

ですけれども、                

                       

      素人判断で申し訳ないのですけれど

も。もっと詳しい売り上げの中身だとか、経費の

中身だとか、もっと知ればもっといろいろなこと

がわかると思うのですけれども、        

                       

                     そ

の辺についてはじっくり見ていただいて、あの地

区の相乗効果とか何とか言ってはいるのですけれ

ども、利益が出ない施設は、民間の場合は営業を

継続するわけにいかなくなると思いますので、そ

このところは早めに情報を仕入れて、場合によっ

ては議員のほうに提供いただければなと思います

けれども、ちょっとそのコメントをいただければ

と思います。 

○長谷川委員長 課長。 

○中村政策推進課長 男爵倶楽部、ダンシャクラ

ウンジ等の経営状況について、私どものほうでわ

かる範囲のものがあって、もしその部分で不安要

素等が拡大するようなものがあるのであれば、そ

ういった部分、情報提供できればなというふうに

思ってございますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 それと、この数字については、取り

扱い注意ということで当初言われていたので、

今、数字も一切言っていませんけれども、そうい

う扱いということですね。 

○長谷川委員長 課長。 

○中村政策推進課長 委員おっしゃるとおり、こ

の資料につきましては取り扱い注意ということ

で、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

 横田委員。 

○横田委員 今の男爵倶楽部の件ですけれども、

これはもともとはあそこの場所で公募してとった

ところですよね。公募してとったのだから、その

ときの公募の条件というのはクリアしているのか

どうかということだって、僕は町はきちっとやる

べきだし、定期借権、借地権というのですか、あ

れがついて、結局、何十年間はラウンジにお貸し

しますよというふうになっているのだから、それ

が途中で駄目になった場合、どういうふうになっ

ていくのかという、そういう問題があるのだか

ら、そこのところはやはり、うちは政策推進課の

ほうは確かにふるさと融資の分しか関係ないかも

しれないけれども、町としては全体にやっている

物件なのだから、そこのところはもう少しそうい

うふうな、政策としてこうだよというのでなく

て、全体的に見て、その話をしていただきたいな

と思います。 

○長谷川委員長 課長。 

○中村政策推進課長 済みません、横田委員の

おっしゃるとおりで、この部分、公募して、道の

駅エリアとして町が進めてきた事業でございま

す。私どものほう、たまたまふるさと融資という

部分でしかお答えできませんでしたが、この部分

は、当然、経済部のほうでも道の駅エリアとして

一体として公募した、そして借地権までつけて土

地を貸してやっているところがございますので、

そういった部分、経営状況につきましては、商工

観光課とも連絡を密にしながら、道の駅エリア一

体となったものを進めていく必要があるというふ

うに思ってございますので、御理解願います。 
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 以上です。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 質疑を終わります。 

 以上で、政策推進課に対する審査を終了いたし

ます。 

 次に、税務課の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 質疑を終わります。 

 以上で、税務課に対する審査を終了します。 

 総務部長、総務財政課長、情報防災課長、政策

推進課長、税務課長、そして係長も入っておりま

すけれども、大変御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時５１分 休憩 

───────────── 

午後 ３時５５分 再開 

○長谷川委員長 それでは、再開いたします。 

 澤出委員、中川委員から早退の届け出がありま

した。報告いたします。 

 それから、午前中に提案がありました審査方法

についてでございましたけれども、私ども正副委

員長で昼休みに協議した結果、来週から、部の単

位で入場させてもらいます。そして、進行は一つ

の課の説明が終わったら、その課の質疑を行う形

で進めていきたいと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 それから、来週の日程の確認でございますけれ

ども、１４日の月曜日、まず、朝の１番に、先ほ

ど残しました総務部長の説明が残っております。

これを行いたいと思います。 

 次は予定どおり、民生部ということで、それで

よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 その他、何かございますか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 資料要求をお願いしたいのです。と

いうことは、共通様式、今日の部分でなかったの

ですけれども、これからの部分なのですけれど

も、前もって言ったほうがいいのかなと思いまし

て、まず、福祉課です。福祉課のナンバー７で

す。ナンバー７の２８の繰出金、介護保険特別会

計繰出金、４億１,１００万４,９１７円という、

この金額の交付税算入、あるいは町単費の割合と

いいますか、この部分をまず知りたいということ

と、もう一つは、この繰出金が、いわゆる何件か

の法人に出ているはずなのですけれども、その一

覧をお願いしたいなと思うのです。まずがこれが

一つ。 

 それから、続いて、ナンバー９、さっきの福祉

課なのですけれども、ナンバー９の節の扶助費、

この扶助費の金額が、例えば自立支援医療費４,

０６４万８,２１６円、介護給付費が６億３,６６

１万７,８９８円、それから、障がい児通所給付

費、これが１億８,３８７万２,９９６円と、この

ようにすごく膨大な金額なのですけれども、これ

もやはりいわゆる一般会計も入っていることです

から、いわゆる法人別に一覧を出してほしいな

と。 

 それから、次、子育て支援課の……。 

○長谷川委員長 済みません、番号を言ってくだ

さい。 

○畑中委員 子育て支援課の部分ですけれども、

ナンバー１です。ナンバー１の、例えば１３の委

託料の中で、病児保育事業、これが１,５８４万

８,０００円、あるいは障がい児保育事業に３１

８万７,１６０円、それから、一時預かり事業、

これには２,４８９万９４０円といったような金

額が支出されているのですけれども、この部分に

ついてのいわゆる実績の詳細、例えば、ここの施

設ごとに、例えば何人のお子さんが対象になって

いるのか、人数と、支出先、これも一覧に出して

ほしいなと思っています。 

 それから、ナンバー７、先ほどの子育てのほう

のナンバー７なのですけれども、これの委託料で

６億９,８４０万１,３２０円、これも大きな金額

なのですけれども、これは、例えば保育所運営委

託料だとか、施設型給付委託料、あるいは地域型

保育給付委託料等に分かれているのですけれど

も、この、例えば人数と委託先の法人の一覧、そ
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ういったものの資料一覧をほしいと思います。 

 それから、もう一つ、決算書の介護の３２４

ページなのですけれども、この中の繰入金の中

で、いわゆる４億４,５９７万７,０００円、その

下に一般会計の繰り入れが４億２,０４１万４,０

００円と、こういった金額が出ておりますけれど

も、この場合の出ている法人の一覧、それともう

一つは、この中に交付税措置がされていると思う

のですけれども、その額、これも出してほしいな

と。 

 一応このようなお願いです。よろしくお願いし

ます。 

○長谷川委員長 ただいまの畑中委員の資料の要

求、書きとめしていただきましたか。 

○関口議会事務局長 まず、福祉課のナンバー７

の繰出金の介護保険特別会計繰出金で４億１,１

００万４,９１７円の交付税算入額と一般財源の

金額と件数、福祉課の部分については一般財源の

額だけでよろしかったですか。 

○長谷川委員長 ナンバー７。 

○畑中委員 やっぱり交付税算入と町単費の支出

の部分、額を出していただきたいということで

す。 

○長谷川委員長 局長。 

○関口議会事務局長 ナンバー９の扶助費で、介

護給付等費の６億３,６６１万７,８９８円と、障

がい児通所給付費の１億８,３８７万２,９９６円

の件数。 

○畑中委員 例えば補装具費だとか、そんなのも

ありますけれども、今、私がお願いしたいのは、

自立支援医療費、例えば４,０６４万８,２１６

円、介護給付事業、これは６億３,６６１万７,８

９８円、それから、障がい児通所給付費、これに

ついては１億８,３８７万２,９９６円の、いわゆ

る詳細について、法人別に、あるいは人数等につ

いて出していただきたいということです。 

○長谷川委員長 局長。 

○関口議会事務局長 ナンバー９については、自

立支援と……。（発言する者あり）確認、こちら

のほうで言います。自立支援と介護給付と障害児

の詳細と人数も含めてということですね。 

 子育ての部分にいきまして、ナンバー１の委託

料の部分で、病児保育、障がい児保育、一時預か

り保育の人数と委託先。ナンバー７の同じく委託

料で、法人一覧と人数。介護保険にいきまして、

３２４ページの一般会計繰入金の４億２,０４１

万４,０００円の、こちらも交付税算入と一般財

源の内容ということでよろしかったですか。（発

言する者あり） 

○関口議会事務局長 と、交付先ということでよ

ろしいですか。 

 以上で確認とれました。 

○長谷川委員長 確認できたようです。 

 ほかに。 

○関口議会事務局長 一つだけ確認してもいいで

すか。 

○長谷川委員長 局長、どうぞ。 

○関口議会事務局長 こちらについては、今日、

担当課のほうに言いまして、できるかできないか

の部分を含めて、もしできなければ担当課のほう

からその旨お伝えするという形になりますので、

了承ください。 

○長谷川委員長 ただいま畑中委員のほうから追

加資料の要求がございました。それに対して、委

員会が月曜日、ちょうど当たりますので、その提

出資料、よろしいでしょうか。（発言する者あ

り）出せるなら。出せないものは当日という御説

明。 

 局長、どうぞ。 

○関口議会事務局長 資料要求のほうは福祉課を

初め子育てのほうには請求しますが、月曜日に間

に合うかどうかの部分については、これからお願

いして、間に合わなければ、また後日という形に

なるかもしれませんので、その辺については御了

承願いたいと思います。 

○長谷川委員長 どうもありがとうございまし

た。 

 ほかにその他のところで。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 最後になります。 

 お諮りいたします。 

 本日の予定していた審査は全て終了いたしまし

た。ありがとうございます。 
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 本日はこれをもって終了したいと存じますが、

これに御異議ございませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○長谷川委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日は、これをもって終了いたしま

す。 

 御苦労さまでした。 

 

午後 ４時１０分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


